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「
一

九
八
○
年
五
月
三
〇
日
の
妥
協
」

l
E
C
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
・
デ
イ
ー
ル
の
一
事
例
1

田

中

俊

B良

蝿
　
は
じ
め
に

二
　
英
国
の
E
C
予
算
収
支
赤
字
問
題

三
　
取
引
材
料

円
　
英
仏
羊
肉
戦
争

⇔
　
一
九
八
○
ー
八
一
年
農
産
物
価
格
引
ぎ
上
げ
間
題

㊧
　
共
通
漁
業
政
策

四
　
そ
の
他
の
諸
間
題

四
　
結
　
　
　
語

一
　
は
じ
め
に

　
一
九
八
○
年
五
月
三
〇
日
、
E
C
外
相
理
事
会
は
、
E
C
予
算
に
対
す
る
英
国
の
寄
与
に
関
す
る
結
論
お
よ
び
共
通
漁
業
政
策
に
関
す
る
宣
言

を
採
択
し
た
。
同
日
、
E
C
農
相
理
事
会
は
、
一
九
八
O
l
八
一
年
農
産
物
価
格
な
ら
び
に
関
連
措
置
に
関
す
る
合
意
お
よ
び
羊
肉
の
共
同
市
場

組
織
設
立
に
関
す
る
合
意
を
発
表
し
た
。
こ
れ
ら
四
つ
の
決
議
は
、
一
九
七
九
年
夏
以
来
英
国
の
E
C
予
算
収
支
赤
字
問
題
を
め
ぐ
つ
て
生
じ
て

　
　
　
「
一
九
八
O
年
五
月
三
〇
日
の
妥
協
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
（
六
八
五
）

1



　
　
　
「
一
九
八
○
年
五
月
三
〇
日
の
妥
協
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
　
（
六
八
六
）

い
た
E
C
の
危
機
を
回
避
し
た
「
一
九
八
○
年
五
月
三
〇
日
の
妥
協
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　
本
稿
は
、
こ
の
一
九
八
○
年
五
月
三
〇
日
の
妥
協
成
立
に
至
る
政
治
過
程
を
追
跡
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
取
引
材
料
と
な
つ
た
個
々
の
問
題
そ

の
も
の
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
E
C
の
政
策
決
定
が
如
何
に
行
な
わ
れ
て
い
る
の
か
、
英
国
を
中
心
に
加
盟
国
政
府
間
の
交
渉
に
焦
点
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

絞
つ
て
、
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
E
C
の
政
策
決
定
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
研
究
の
多
く
は
、
E
C
の
諸
政
策
に
つ
い
て
さ
ま
ざ

ま
な
ト
ラ
ン
ス
・
ナ
シ
ョ
ナ
ル
お
よ
び
サ
ブ
・
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ア
ク
タ
ー
の
行
動
を
含
め
た
詳
細
な
研
究
で
あ
つ
た
が
、
個
々
の
政
策
に
限
定
し
た

議
論
が
展
開
さ
れ
る
た
め
に
、
異
な
つ
た
政
策
領
域
に
関
す
る
諸
決
定
間
の
関
係
に
つ
い
て
論
及
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
つ
た
。
し
か

し
、
E
C
で
は
、
必
ず
し
も
常
に
特
定
の
政
策
領
域
の
問
題
が
単
独
で
審
議
、
決
定
さ
れ
る
と
は
限
ら
ず
、
加
盟
国
政
府
の
間
で
異
な
つ
た
政
策

領
域
の
問
題
が
同
時
に
審
議
、
取
引
さ
れ
一
括
し
て
決
定
さ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
「
パ
ッ
ケ
ー
ジ
・
デ
ィ
ー
ル
」
で
決
定
が
下
さ
れ
る
場
合
も
あ

る
。
そ
の
最
も
著
名
な
例
は
、
E
E
C
の
過
渡
期
間
の
第
一
段
階
か
ら
第
二
段
階
へ
の
移
行
を
承
認
し
た
一
九
六
二
年
一
月
一
四
日
の
決
定
で
あ

（
2
）る

。
そ
こ
で
、
本
稿
は
、
E
C
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
・
デ
ィ
ー
ル
の
実
態
を
、
一
九
八
○
年
五
月
三
〇
日
の
妥
協
を
事
例
と
し
て
、
解
明
し
よ
う
と
す

る
も
の
で
あ
る
。

　
（
－
）
た
と
え
ば
、
Ω
一
雪
盆
o
。
芽
ε
器
智
の
自
些
鼻
『
謹
ミ
§
寒
ミ
ミ
さ
矯
b
ミ
装
§
象
9
§
ミ
肉
ミ
。
箒
§
、
ミ
軌
ミ
｝
ミ
亀
ミ
鳶
ト
①
惹
轟
8
p
さ
鍔
℃

　
　
冨
図
冒
讐
8
切
o
o
5
」
鴇
9
＝
①
一
魯
名
即
＝
帥
8
、
≦
三
置
ヨ
毒
巴
蚕
8
鎚
区
O
智
o
一
①
譲
0
3
（
。
α
ε
嫡
、
ミ
篤
亀
－
ミ
亀
ミ
§
隔
き
き
馬
肉
ミ
o
醤
§
O
o
§
§
§
ミ
翁
u

　
　
い
o
区
o
P
一
〇
ぎ
壌
一
一
2
帥
呂
ω
o
屋
」
S
刈
り
南
義
清
「
E
C
に
お
け
る
共
通
農
業
政
策
の
形
成
・
発
展
と
委
員
会
の
役
割
」
、
細
谷
千
博
・
南
義
清
編
『
欧
州
共
同
体
（
E
C
）

　
　
の
研
究
ー
政
治
力
学
の
分
析
』
、
新
有
堂
、
一
九
八
○
年
所
収
。

　
（
2
）
閑
o
鴇
勺
蔓
8
u
↓
ぎ
、
ミ
軌
驚
鴇
o
、
ミ
偽
問
ミ
9
恥
§
G
o
ミ
ミ
§
軌
q
り
い
o
且
o
P
切
5
器
吋
毛
o
旨
訂
」
り
お
始
コ
一
q
・

　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
英
国
の
E
C
予
算
収
支
赤
字
間
題

2

E
C
予
算
の
収
入
は
、
従
来
加
盟
国
の
国
民
総
生
産
（
G
N
P
）
の
比
率
に
応
じ
た
分
担
金
よ
り
成
つ
て
い
た
。
し
か
し
、
一
九
七
〇
年
四
月
二

一
日
の
理
事
会
決
定
に
基
づ
い
て
E
C
の
固
有
財
源
ー
ー
具
体
的
に
は
農
業
課
徴
金
、
関
税
収
入
、
一
％
の
上
限
内
の
付
加
価
値
税
（
V
A
T
）
1



へ
の
切
り
換
え
が
漸
次
行
な
わ
れ
、
一
九
八
○
年
一
月
一
日
以
後
、
七
三
年
に
加
盟
し
た
三
力
国
を
加
え
た
九
力
国
に
お
い
て
完
全
に
固
有
財
源

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

制
度
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
つ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
収
入
は
、
E
C
官
僚
に
対
す
る
給
与
な
ど
の
行
政
的
支
出
を
除
い
て
、
農
業
指
導
保
証

基
金
（
F
E
O
G
A
）
か
ら
の
農
産
物
価
格
支
持
金
お
よ
び
構
造
改
革
資
金
、
地
域
開
発
基
金
（
R
D
F
）
、
欧
州
社
会
基
金
（
E
S
F
）
な
ど
か
ら
の

援
助
と
い
う
形
で
加
盟
国
に
還
流
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
こ
で
問
題
と
な
つ
た
の
は
、
英
国
の
E
C
予
算
へ
の
拠
出
額
に
対
し
て
英
国
へ
の
還
流
額
が
少
な
く
、
英
国
に
と
つ
て
E
C
予
算
収
支
は
大

幅
な
赤
字
と
な
つ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
表
ー
1
は
、
英
国
が
E
C
に
加
盟
し
た
一
九
七
三
年
以
来
の
E
C
予
算
収
支
額
を
表
わ
し
た
も
の
で
あ

る
が
、
一
時
的
に
黒
字
を
示
し
た
一
九
七
五
年
を
除
い
て
、
英
国
に
と
つ
て
E
C
予
算
収
支
は
恒
常
的
に
赤
字
を
記
録
し
て
お
り
、
し
か
も
、
一

九
七
六
年
以
後
そ
の
赤
字
幅
が
拡
大
傾
向
に
あ
つ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
よ
り
詳
細
に
検
討
す
る
た
め
に
、
ま
ず
一
九
七
九
年
を
例
に
と
る
と
、
E
C
全
体
の
G
N
P
に
占
め
る
英
国
の
割
合
は
一
六
・
七
％
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

が
、
英
国
は
E
C
収
入
の
一
七
・
四
九
％
を
負
担
し
て
い
る
。
し
か
し
、
E
C
か
ら
英
国
へ
の
還
流
比
率
は
、
国
境
調
整
金
（
M
C
A
）
込
み
で
一

一
・
四
％
、
M
C
A
抜
き
で
八
・
六
％
に
過
ぎ
ず
、
こ
の
た
め
収
支
は
、
M
C
A
込
み
で
八
億
四
九
〇
〇
万
E
U
A
の
赤
字
、
M
C
A
抜
き
で
一

二
億
五
〇
〇
〇
万
E
U
A
の
赤
字
を
記
録
し
た
。
M
C
A
抜
き
で
計
算
す
る
と
、
E
C
内
の
一
番
の
経
済
大
国
で
あ
る
西
ド
イ
ッ
（
一
九
七
九
年
の

G
N
P
は
E
C
の
三
〇
・
七
％
）
と
ほ
ぽ
匹
敵
す
る
赤
字
負
担
を
英
国
は
余
儀
な
く
さ
れ
、
他
の
加
盟
国
の
E
C
予
算
収
支
は
す
べ
て
黒
字
を
計
上

し
て
い
た
の
で
あ
る
（
表
ー
n
参
照
）
。
さ
ら
に
、
　
一
九
八
○
年
予
算
見
通
し
に
よ
る
と
、
E
C
全
体
の
G
N
P
に
占
め
る
英
国
の
割
合
は
一
六
．

〇
四
％
に
低
下
す
る
が
、
英
国
の
E
C
へ
の
支
払
い
は
E
C
収
入
の
二
〇
・
四
九
％
に
増
加
す
る
。
し
か
し
、
英
国
へ
の
還
流
比
率
は
、
M
C
A

込
み
で
一
〇
・
三
％
、
M
C
A
抜
き
で
八
・
五
％
に
低
下
し
、
英
国
の
赤
字
は
、
M
C
A
込
み
で
一
五
億
五
二
〇
〇
万
E
U
A
、
M
C
A
抜
き
で

一
八
億
一
四
〇
〇
万
E
U
A
へ
と
増
大
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
英
国
は
西
ド
イ
ッ
の
赤
字
を
は
る
か
に
上
回
る
負
担
を
余
儀
な

く
さ
れ
る
見
通
し
と
な
つ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
一
九
七
八
年
に
お
け
る
国
民
一
人
当
た
り
の
G
D
P
（
国
内
総
生
産
）
で
み
る
と
、
E
C
平

　
　
　
　
「
一
九
八
O
年
五
月
三
〇
日
の
妥
協
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
　
　
（
六
八
七
）

3



表一・1　英国のE　C予算収支

　　　（単位　億ポンド）

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

一1．02

－0．31

十〇．56

－1．67

－3．69

－8．04

－9。59

－13（予測）

出所：丁距θG鋸σア凄α”，

　　March10・1980．

表一皿　一人当たりG　D　P

　　　　（1978年　単位　米ドル）

デソマーク

西ドイツ

ベルギー

ルクセンブルグ

オラソダ

フランス

英　　国

イタリア

アイルラソド

EC平均

10，958

10，419

9，848

9，748

9，383

8，851

5，545

4，587

3，756

7，620

「
『
九
八
○
年
五
月
三
〇
日
の
妥
協
」

出所：The　United　Nations，距σア600差o／

　　2Viσ麗oπα」∠4000％η’S’α’ゴ540s，　1979，

　　New　York，1980，Vol．1，pp。7－8．

表一∬　国別E　C予算収支 （単位　億EUA）

1979 1980 （予測）

MCA込み MCA抜き MCA込み MCA抜ぎ

ベルギー 3．95 4．28 5．38 5．5

デンマーク 3．8 5．08 2．83 3．7

西ドイツ 一14．3 一12，86 一11．07 一10．48

フラγス 一〇．78 1．19 一1．2 一〇．19

アイルラソド 5．45 6．62 4．36 5．13

イタリア 5．34 1．98 8．71 7．34

ルクセンブルグ 2．15 2．15 2．92 2．92

　　　“オランタ 2．88 4．06 3．59 4．22

英　　国 一8．49 一12．5 一15。52 一18．14

出所：Commission　of　the　Eu■opean　Communities，　Coηび¢ygε％σ¢α箆4B”4g¢’αゲy

　　Q惚頭o那，COM（80）147fi且a1，20Ma－ch，1980，Appe皿dix　pp．1－4より作成。

四

（
六
八
八
）

4



均
七
六
二
〇
ド
ル
で
あ
つ
た
の
に
対
し
、
英
国
は
五
五
四
五
ド
ル
と
非
常
に
低
く
、
英
国
は
西
ド
イ
ッ
の
約
二
分
の
一
で
、
E
C
九
力
国
の
中
で

は
第
七
番
目
で
あ
り
、
下
に
は
イ
タ
リ
ア
と
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
を
残
す
の
み
で
あ
つ
た
（
表
ー
皿
参
照
）
。

　
で
は
、
た
ぜ
こ
の
よ
う
に
経
済
的
に
貧
し
い
英
国
が
、
西
ド
イ
ッ
よ
り
も
大
き
な
赤
字
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の

原
因
は
、
ま
ず
第
一
に
、
英
国
の
総
輸
入
に
占
め
る
E
C
域
外
諸
国
か
ら
の
輸
入
の
比
重
（
一
九
七
九
年
　
五
九
．
二
％
）
が
他
の
加
盟
国
（
E
C
平

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

均
四
九
・
七
％
）
と
比
べ
て
高
く
、
そ
の
た
め
関
税
収
入
お
よ
び
農
業
課
徴
金
の
割
合
が
高
く
な
り
、
E
C
全
体
の
G
N
P
に
占
め
る
英
国
の
比

率
を
上
回
る
財
政
拠
出
額
を
負
担
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
第
二
の
原
因
は
、
E
C
予
算
支
出
の
約
七
〇
％
は
共
通
農
業
政
策
（
C
A
P
）
、
と
く

に
農
産
物
の
価
格
保
証
に
使
用
さ
れ
て
お
り
、
農
業
人
口
が
全
就
労
人
口
の
わ
ず
か
二
・
七
％
に
過
ぎ
な
い
英
国
に
と
つ
て
E
C
か
ら
の
還
流
額

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

が
極
め
て
少
な
い
（
一
九
八
○
年
の
予
算
見
通
し
で
は
F
E
O
G
A
の
保
証
部
門
の
七
．
六
％
）
反
面
、
英
国
へ
の
支
出
割
合
が
二
七
・
〇
三
％
と
保
証

さ
れ
て
い
る
地
域
開
発
政
策
は
、
E
C
予
算
支
出
の
約
五
％
に
過
ぎ
な
い
よ
う
に
非
農
業
政
策
部
門
へ
の
支
出
が
少
な
い
か
ら
で
あ
る
。
要
す
る

に
、
英
国
に
と
つ
て
E
C
予
算
収
支
の
赤
字
は
、
現
行
の
E
C
予
算
体
制
か
ら
構
造
的
に
生
ず
る
も
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
英
国
の
赤
字
問
題
は
E
C
加
盟
前
か
ら
予
想
さ
れ
て
お
り
、
予
算
分
担
金
割
当
問
題
は
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ヒ
ー
ス
保
守
党

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

政
府
下
で
行
な
わ
れ
た
加
盟
交
渉
に
お
け
る
争
点
の
一
つ
で
あ
つ
た
。
さ
ら
に
、
ハ
・
ル
ド
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
労
働
党
政
府
が
行
な
つ
た
加
盟
条
件

再
交
渉
に
お
い
て
も
英
国
の
予
算
分
担
金
問
題
は
最
後
ま
で
紛
糾
し
た
難
題
で
あ
り
、
一
九
七
五
年
三
月
一
一
目
の
第
一
回
欧
州
理
事
会
で
予
算

　
　
（
8
）

補
正
方
式
が
承
認
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
一
九
七
五
年
の
英
国
の
E
C
予
算
収
支
は
一
時
的
に
黒
字
と
な
つ
た
が
、
そ
の
後
予
算
補
正
方
式
が
英

国
の
見
込
み
ど
お
り
に
機
能
せ
ず
、
英
国
の
赤
字
が
拡
大
し
て
き
た
こ
と
は
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
す
で
に
一
九
七
八
年
後
半
か

ら
欧
州
通
貨
制
度
（
E
M
S
）
の
設
立
と
の
関
連
で
、
加
盟
国
間
の
経
済
的
格
差
是
正
の
一
環
と
し
て
英
国
の
赤
字
問
題
を
解
決
す
べ
き
こ
と
が
ジ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

エ
ー
ム
ズ
・
キ
ャ
ラ
ハ
ソ
労
働
党
政
府
に
よ
つ
て
求
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
に
一
九
七
九
年
五
月
三
日
の
総
選
挙

の
結
果
政
権
に
就
い
た
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
サ
ッ
チ
ャ
ー
保
守
党
政
府
は
、
内
政
に
お
い
て
公
共
支
出
の
削
減
を
推
進
す
る
一
方
、
E
C
予
算
赤
字

　
　
　
「
一
九
八
○
年
五
月
三
〇
日
の
妥
協
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
　
　
（
六
八
九
）

5



　
　
　
「
一
九
八
○
年
五
月
三
〇
日
の
妥
協
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
　
　
（
六
九
〇
）

問
題
を
一
挙
に
解
決
し
よ
う
と
し
た
た
め
、
ふ
た
た
び
英
国
の
赤
字
問
題
が
大
き
な
争
点
と
し
て
浮
上
し
、
「
政
治
間
題
化
」
し
た
の
で
あ
る
。

　
一
九
七
九
年
六
月
二
一
－
二
二
目
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
で
開
催
さ
れ
た
欧
州
理
事
会
に
お
い
て
、
欧
州
理
事
会
に
初
登
場
し
た
サ
ッ
チ
ャ
ー
首
相

は
、
英
国
の
金
・
外
貨
準
備
の
二
〇
％
を
欧
州
通
貨
協
力
基
金
（
E
M
C
F
）
に
預
託
す
る
こ
と
を
表
明
し
E
M
S
に
積
極
的
態
度
を
示
す
一
方
、

予
算
の
不
均
衡
是
正
を
求
め
た
結
果
、
一
九
七
九
年
お
よ
び
一
九
八
○
年
予
算
に
お
け
る
各
国
の
財
政
負
担
に
関
す
る
予
測
資
料
提
出
が
E
C
委

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

員
会
に
命
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
E
C
委
員
会
の
報
告
書
は
、
九
月
一
二
日
に
理
事
会
に
提
出
さ
れ
た
が
、
一
〇
月
一
六
日
の
蔵
相
理
事
会
の
席

上
、
英
国
の
ジ
ェ
フ
リ
ー
・
ハ
ウ
蔵
相
は
「
英
国
の
対
E
C
赤
字
は
、
何
も
せ
ず
に
現
状
の
ま
ま
放
置
す
る
と
、
一
九
八
○
年
に
は
一
〇
億
ポ
ン

ド
、
一
九
八
三
年
に
は
一
五
億
ポ
ン
ド
に
増
加
す
る
見
通
し
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
E
C
の
統
計
に
は
表
わ
れ
な
い
が
、
英
国
は
E
C
共
通
農
業
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

策
の
も
と
で
高
い
食
料
品
を
買
わ
さ
れ
、
そ
の
損
失
は
一
九
七
八
年
に
は
六
億
ポ
ソ
ド
に
達
し
た
」
と
、
英
国
に
不
利
な
状
況
を
強
調
し
、
改
善

を
強
く
求
め
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
ハ
ウ
蔵
相
の
発
言
を
支
持
し
て
、
サ
ッ
チ
ャ
ー
首
相
は
、
一
〇
月
一
八
日
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
で
行
な

わ
れ
た
ウ
ィ
ン
ス
ト
ン
・
チ
ャ
ー
チ
ル
記
念
講
演
に
お
い
て
、
「
現
状
は
明
ら
か
に
不
公
平
で
あ
り
、
均
衡
の
と
れ
た
発
展
を
目
指
す
E
C
の
精

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
12
）

神
に
反
し
て
お
り
、
英
国
に
と
つ
て
受
け
入
れ
難
い
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
、
英
国
の
赤
字
問
題
解
決
の
最
終
期
限
を
一
一
月
二
九
－
三
〇
日
ダ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

ブ
リ
ン
で
開
催
さ
れ
る
予
定
と
な
つ
て
い
た
欧
州
理
事
会
ま
で
と
設
定
し
た
。
ま
さ
に
「
最
後
通
牒
」
を
発
し
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
問
題
を
複
雑
に
し
た
の
は
、
欧
州
議
会
の
一
九
八
○
年
E
C
予
算
案
の
取
り
扱
い
で
あ
る
。
一
九
八
○
年
仮
予
算
案
は
、
七
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
14
）

年
六
月
E
C
委
員
会
の
手
で
作
成
さ
れ
理
事
会
に
送
付
さ
れ
て
い
た
が
、
七
九
年
九
月
一
一
－
一
二
目
の
予
算
理
事
会
第
一
読
会
に
お
い
て
、
総

額
は
仮
予
算
案
に
比
べ
て
支
出
権
限
額
（
当
該
予
算
年
度
内
に
決
定
さ
れ
る
が
そ
の
支
出
は
当
該
年
度
中
も
し
く
は
そ
れ
以
後
に
行
な
わ
れ
る
額
）
で
八
・

四
八
％
の
削
減
、
支
出
承
認
額
（
当
該
年
度
内
に
支
出
さ
れ
る
額
）
で
五
・
九
一
％
の
削
減
が
行
な
わ
れ
、
と
く
に
非
農
業
政
策
部
門
の
社
会
政
策

支
出
は
支
出
権
限
額
で
二
五
・
一
五
％
（
支
出
承
認
額
で
四
四
・
八
六
％
以
下
同
様
）
の
削
減
、
地
域
開
発
政
策
支
出
は
二
五
％
（
一
〇
．
一
九
％
）

の
削
減
、
研
究
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
・
運
輸
政
策
支
出
は
三
七
・
二
四
％
（
二
四
・
六
八
％
）
の
削
減
が
行
な
わ
れ
た
。
こ
の
理
事
会
予
算
案
に

6



対
し
て
、
欧
州
議
会
は
一
一
月
五
－
七
日
開
催
さ
れ
た
第
一
読
会
に
お
い
て
、
欧
州
議
会
予
算
委
員
会
の
原
案
を
基
に
、
理
事
会
予
算
案
と
比
較

し
て
総
額
で
九
・
六
九
％
（
二
・
〇
四
％
）
の
増
額
を
求
め
た
修
正
提
案
を
採
択
し
た
。
と
く
に
注
目
す
べ
き
は
、
農
漁
業
政
策
支
出
を
○
・
六
％

（
○
・
六
％
）
削
減
す
る
一
方
、
社
会
政
策
支
出
を
三
二
・
六
七
％
（
一
七
．
八
七
％
）
、
地
域
開
発
政
策
支
出
を
九
一
・
〇
七
％
（
一
一
．
七
四
％
）
、

研
究
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
・
運
輸
政
策
支
出
を
五
六
・
五
％
（
二
九
．
八
一
％
）
の
増
額
を
は
か
つ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
非
農
業
政
策
部
門
の
支
出
増
加
は
英
国
へ
の
還
流
金
の
増
加
を
意
味
す
る
た
め
に
、
サ
ッ
チ
ャ
ー
政
府
は
予
算
理
事
会
第
二
読
会

に
お
い
て
欧
州
議
会
の
修
正
提
案
を
支
持
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
選
択
を
迫
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
欧
州
議
会
の
予
算
修
正
提
案
が
成
立
す
る
に

ば
、
第
二
次
予
算
条
約
の
規
定
に
よ
り
、
理
事
会
の
加
重
特
定
多
数
決
（
五
八
票
中
四
一
票
）
の
賛
成
を
要
す
る
も
の
と
反
対
加
重
特
定
少
数
決
（
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

八
票
中
一
八
票
）
を
要
す
る
も
の
と
に
区
分
さ
れ
る
が
、
後
者
の
修
正
提
案
が
成
立
す
る
可
能
性
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
史
上
初
の
直
接

選
挙
で
選
出
さ
れ
た
欧
州
議
会
に
同
情
的
な
オ
ラ
ン
ダ
（
五
票
）
と
社
会
政
策
や
地
域
開
発
政
策
の
支
出
増
加
に
伴
つ
て
還
流
金
の
増
額
が
見
込
ま

れ
る
イ
タ
リ
ア
（
一
〇
票
）
が
欧
州
議
会
の
修
正
に
賛
成
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
、
一
〇
票
を
有
す
る
英
国
が
成
否
の
鍵
を
握
つ
て
い
た
の
で
あ

（
16
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

る
。
サ
ッ
チ
ャ
ー
政
府
は
一
旦
欧
州
議
会
の
修
正
提
案
支
持
の
態
度
を
決
定
し
た
が
、
一
一
月
二
三
日
に
開
催
さ
れ
た
予
算
理
事
会
第
二
読
会
に

お
い
て
修
正
提
案
否
決
の
票
を
投
じ
た
の
で
あ
る
。
英
国
の
翻
意
を
促
し
た
原
因
は
、
第
一
に
英
国
が
要
求
し
て
い
る
赤
字
改
善
額
と
比
較
し
て

欧
州
議
会
の
修
正
提
案
か
ら
生
ず
る
英
国
へ
の
還
流
額
の
増
加
が
少
な
過
ぎ
る
こ
と
、
第
二
に
欧
州
議
会
の
権
限
を
強
化
す
る
よ
う
な
行
動
に
英

国
は
手
を
借
せ
な
い
こ
と
な
ど
の
判
断
に
も
よ
る
が
、
最
大
の
理
由
は
ダ
ブ
リ
ン
で
予
定
さ
れ
て
い
る
欧
州
理
事
会
を
前
に
フ
ラ
ン
ス
と
西
ド
イ

ツ
を
敵
に
回
し
た
く
な
い
と
い
う
配
慮
で
あ
つ
た
。
と
く
に
、
西
ド
イ
ッ
政
府
が
予
算
理
事
会
第
二
読
会
の
直
前
英
国
政
府
に
送
つ
た
書
簡
の

中
で
、
「
欧
州
議
会
の
修
正
提
案
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
反
対
加
重
特
定
少
数
決
に
英
国
が
加
わ
る
な
ら
ば
、
ダ
ブ
リ
ン
で
フ
ラ
ン
ス
と
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

じ
よ
う
に
ド
イ
ッ
の
敵
意
を
喚
起
す
る
で
あ
ろ
う
」
と
警
告
し
た
こ
と
が
決
定
的
な
影
響
を
与
え
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
と
も
あ
れ
、
英
国
政
府

は
、
欧
州
議
会
と
の
共
同
歩
調
を
断
念
し
、
欧
州
理
事
会
に
お
い
て
他
の
加
盟
国
首
脳
と
の
直
接
交
渉
に
よ
つ
て
赤
字
問
題
を
一
挙
に
解
決
し
よ

　
　
　
「
一
九
八
O
年
五
月
三
〇
日
の
妥
協
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
　
　
（
六
九
一
）
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「
一
九
八
O
年
五
月
三
〇
日
の
妥
協
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
　
　
（
六
九
二
）

う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、
欧
州
議
会
は
一
二
月
二
一
百
予
算
理
事
会
第
二
読
会
の
予
算
案
全
体
を
否
決
し
、
E
C
は
一
九
八
○
年
七
月

九
日
ま
で
暫
定
予
算
で
運
営
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
予
算
理
事
会
で
の
事
件
を
経
て
、
一
九
七
九
年
一
一
月
二
九
ー
三
〇
日
ダ
ブ
リ
ン
で
欧
州
理
事
会
が
開
催
さ
れ
た
。
こ
の
時
点
ま

で
に
サ
ッ
チ
ャ
ー
首
相
は
、
一
〇
月
二
二
日
ロ
ン
ド
ン
で
ロ
イ
・
ジ
ェ
ン
キ
ン
ズ
E
C
委
員
会
委
員
長
と
、
一
〇
月
三
一
日
ボ
ン
で
西
ド
イ
ッ
の

ヘ
ル
ム
ー
ト
・
シ
ュ
、
・
・
ッ
ト
首
相
と
、
二
月
一
九
日
・
ン
ド
ン
で
ジ
ス
カ
ー
ル
・
デ
ス
タ
ン
仏
大
統
領
と
の
一
，
連
の
会
談
を
終
え
、
英
国
の
窮

　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

状
を
訴
え
て
い
た
。
ま
た
、
ベ
ネ
ル
ッ
ク
ス
三
国
首
脳
は
間
題
解
決
の
仲
介
の
労
を
と
る
用
意
が
あ
る
こ
と
を
表
明
し
、
E
C
委
員
会
も
問
題
解

　
　
（
2
0
）

決
案
の
準
備
を
終
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
サ
ッ
チ
ャ
ー
首
相
は
、
欧
州
理
事
会
の
席
上
、
英
国
の
赤
字
削
減
の
た
め
に
、
第
一
に
、
一
九
七
五
年

三
月
に
合
意
さ
れ
た
予
算
補
正
方
式
を
修
正
し
英
国
の
拠
出
額
を
減
じ
、
第
二
に
、
英
国
へ
の
特
別
支
出
を
行
な
う
こ
と
に
よ
つ
て
還
流
金
を
増

額
し
、
第
三
に
、
長
期
的
に
は
E
C
の
予
算
支
出
構
造
を
改
革
し
、
と
く
に
農
業
政
策
支
出
を
抑
制
す
る
こ
と
を
主
張
し
て
、
国
別
収
支
の
均

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

衡
、
具
体
的
に
は
一
九
八
○
年
の
英
国
の
赤
字
を
一
〇
億
ポ
ン
ド
削
減
す
る
こ
と
を
強
く
要
求
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
他
の
首
脳
は
、
英
国
の
赤

字
の
存
在
を
認
め
な
が
ら
も
、
各
々
苦
し
い
台
所
を
抱
え
、
自
国
の
負
担
増
を
意
味
す
る
英
国
の
赤
字
削
減
に
積
極
的
で
は
な
く
、
E
C
委
員
会

の
提
案
を
基
に
一
九
七
五
年
の
予
算
補
正
方
式
を
修
正
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
予
想
さ
れ
る
英
国
の
一
九
八
○
年
の
赤
字
額
を
三
億
五
〇
〇
〇
万
ポ

ン
ド
削
減
す
る
妥
協
案
を
提
出
し
た
。
ジ
ス
カ
ー
ル
・
デ
ス
タ
ン
大
統
領
は
、
英
国
へ
の
特
例
が
一
年
限
り
で
あ
つ
て
英
国
が
二
度
と
こ
の
問
題

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

を
持
ち
出
さ
な
い
こ
と
を
条
件
に
妥
協
案
に
同
意
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
額
は
英
国
の
要
求
の
三
分
の
一
で
あ
り
、

「
我
々
の
金
」
の
返
還
を
主
張
す
る
サ
ッ
チ
ャ
ー
首
相
に
と
つ
て
満
足
で
き
る
額
で
は
な
く
、
会
議
は
紛
糾
し
た
。
結
局
、
二
日
目
の
閉
会
間
際

に
な
つ
て
サ
ッ
チ
ャ
ー
首
相
が
一
〇
億
ポ
ン
ド
に
固
執
し
な
い
と
い
う
妥
協
的
姿
勢
を
示
し
た
こ
と
を
受
け
、
ベ
ル
ギ
ー
の
ウ
ィ
ル
フ
リ
ー
ト
・

マ
ル
テ
ン
ス
首
相
の
仲
介
に
よ
つ
て
次
回
も
し
く
は
特
別
欧
州
理
事
会
に
お
い
て
こ
の
問
題
を
検
討
す
る
こ
と
が
次
期
議
長
国
イ
タ
リ
ア
の
フ
ラ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

ン
セ
ス
コ
・
コ
シ
ガ
首
相
に
一
任
さ
れ
、
そ
の
た
め
の
資
料
作
成
が
E
C
委
員
会
に
命
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
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ダ
ブ
リ
ン
で
サ
ッ
チ
ャ
ー
首
相
が
得
た
も
の
は
継
続
審
議
の
約
束
だ
け
で
あ
つ
た
が
、
一
九
八
○
年
に
入
る
と
英
国
の
外
交
攻
勢
が
始
ま
つ
た
。

ま
ず
、
英
国
外
務
省
の
ナ
と
ハ
ー
ツ
ー
の
イ
ア
ン
・
ギ
ル
モ
ア
国
璽
尚
書
が
一
月
七
目
の
・
ー
マ
を
皮
切
り
に
E
C
八
力
国
首
都
歴
訪
を
行
な

い
、
一
月
二
九
i
三
〇
目
の
サ
ッ
チ
ャ
ー
”
コ
シ
ガ
会
談
、
二
月
二
五
日
の
サ
ッ
チ
ャ
ー
“
シ
ュ
ミ
ッ
ト
会
談
、
二
月
二
五
－
二
六
日
の
キ
ャ
リ

ン
ト
ン
外
相
に
よ
る
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
・
ボ
ン
訪
問
、
三
月
一
八
日
英
蘭
蔵
相
会
談
な
ど
の
二
国
間
協
議
お
よ
び
三
月
一
七
日
の
蔵
相
理
事
会
、

二
月
四
－
五
日
、
三
月
一
八
日
の
外
相
理
事
会
な
ど
の
E
C
関
僚
レ
ベ
ル
で
の
協
議
の
場
に
お
い
て
、
英
国
の
赤
字
問
題
解
決
に
向
け
て
積
極
的

な
働
き
か
け
が
行
な
わ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
E
C
委
員
会
は
、
二
月
五
日
E
C
の
英
国
内
支
出
計
画
の
詳
細
に
つ
い
て
英
国
と
話
し
合
う
意
向
を

表
明
し
て
い
た
が
、
三
月
三
日
英
国
政
府
は
M
・
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
に
率
い
ら
れ
た
高
級
事
務
レ
ベ
ル
の
代
表
団
を
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
に
派
遣
し
、
英

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

国
へ
の
還
流
金
増
額
に
つ
な
が
る
E
C
資
金
に
よ
る
英
国
内
で
の
諸
計
画
の
一
覧
表
を
提
出
し
、
E
C
委
員
会
と
の
間
で
協
議
を
行
な
つ
た
。
し

か
し
、
こ
の
問
英
国
内
で
は
、
赤
字
問
題
が
解
決
さ
れ
る
ま
で
E
C
へ
の
英
国
の
拠
出
金
、
と
く
に
付
加
価
値
税
の
支
払
い
を
一
方
的
に
停
止
す

べ
き
で
あ
る
と
か
、
E
C
の
諸
決
定
に
拒
否
権
を
行
使
す
べ
き
で
あ
る
と
か
、
一
九
六
五
年
後
半
の
フ
ラ
ソ
ス
の
例
に
な
ら
つ
て
「
空
席
政
策
」

を
と
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
強
硬
論
も
主
張
さ
れ
始
め
た
。
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
英
国
を
連
合
協
定
締
結
国
に
格
下
げ
す
べ
き
で
あ
る
と
か
、

ド
・
ゴ
ー
ル
主
義
者
の
ジ
ャ
ッ
ク
・
シ
ラ
ク
の
よ
う
に
英
国
を
E
C
か
ら
追
放
す
べ
き
で
あ
る
と
い
つ
た
感
情
論
が
現
わ
れ
、
問
題
を
複
雑
に
し

　
　
（
2
5
）

て
い
た
。
結
局
、
英
国
が
望
ん
で
い
た
特
別
欧
州
理
事
会
開
催
案
は
立
ち
消
え
に
な
り
、
定
例
の
欧
州
理
事
会
は
八
○
年
三
月
三
一
日
ー
四
月
一

日
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
で
開
催
さ
れ
る
こ
と
に
な
つ
た
が
、
こ
の
予
定
も
一
週
間
前
の
三
月
二
四
日
議
長
国
イ
タ
リ
ア
の
政
局
不
安
を
理
由
に
突
然

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

延
期
さ
れ
た
。
真
の
理
由
は
、
英
国
の
赤
字
問
題
解
決
の
妥
協
成
立
の
見
通
し
が
立
た
な
か
つ
た
か
ら
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　
定
例
欧
州
理
事
会
は
、
や
つ
と
四
月
二
七
－
二
八
日
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
で
開
催
さ
れ
た
。
延
期
期
間
中
、
三
月
二
四
日
の
英
蘭
外
相
会
談
、
三

月
二
七
i
二
八
日
の
英
独
首
脳
会
談
、
四
月
一
二
日
の
蔵
相
理
事
会
、
四
月
二
四
日
の
常
駐
代
表
委
員
会
、
四
月
二
五
日
の
英
伊
首
脳
会
談
な
ど

に
お
い
て
さ
ら
に
妥
協
の
道
が
探
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
に
提
出
さ
れ
た
E
C
委
員
会
の
報
告
書
は
、
一
九
八
○
年
予
算
案

　
　
　
「
一
九
八
○
年
五
月
三
〇
日
の
妥
協
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
　
　
（
六
九
三
）
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「
一
九
八
O
年
五
月
三
〇
日
の
妥
協
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
　
　
（
六
九
四
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

に
お
け
る
英
国
の
赤
字
状
況
が
ダ
ブ
リ
ン
の
時
点
よ
り
も
さ
ら
に
悪
化
す
る
見
込
み
を
立
て
て
お
り
、
二
目
目
の
欧
州
理
事
会
の
議
論
は
、
英
国

の
赤
字
上
限
と
適
用
期
間
を
め
ぐ
つ
て
具
体
的
に
行
な
わ
れ
た
。
ジ
ス
カ
！
ル
・
デ
ス
タ
ン
大
統
領
は
赤
字
上
限
を
五
億
一
〇
〇
〇
万
ポ
ン
ド
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

適
用
期
間
を
一
九
八
○
年
か
ら
三
年
間
と
す
る
案
を
提
案
し
た
が
、
サ
ッ
チ
ャ
ー
首
相
は
赤
字
上
限
が
高
す
ぎ
る
と
難
色
を
示
し
た
。
シ
ュ
ミ
ッ

ト
首
相
は
一
九
八
○
年
の
赤
字
上
限
を
三
億
二
三
〇
〇
万
ポ
ン
ド
に
設
定
す
る
案
を
提
示
し
た
が
、
適
用
期
間
が
一
年
で
は
短
か
す
ぎ
る
と
サ
ッ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

チ
ャ
ー
首
相
の
反
対
に
遇
つ
た
。
結
局
二
万
修
正
案
が
提
出
さ
れ
、
英
国
の
要
求
に
最
も
近
か
か
つ
た
の
は
、
赤
字
上
限
を
一
九
八
○
年
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
30
）

い
て
は
三
億
三
六
〇
〇
万
ポ
ン
ド
、
八
一
年
に
つ
い
て
は
五
億
五
八
○
○
万
ポ
ン
ド
に
設
定
す
る
案
で
あ
つ
た
が
、
こ
れ
も
サ
ッ
チ
ャ
i
首
相
の

同
意
を
得
る
こ
と
が
で
き
ず
、
欧
州
理
事
会
は
ふ
た
た
び
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
で
の
決
裂
の
後
、
五
月
四
－
五
日
の
外
相
理
事
会
、
五
月
一
七
－
一
八
日
の
非
公
式
外
相
会
議
、
五
月
二

七
日
の
蔵
相
理
事
会
を
経
て
、
五
月
二
九
ー
三
〇
日
外
相
理
事
会
が
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
で
開
催
さ
れ
、
二
〇
時
間
に
わ
た
る
「
マ
ラ
ソ
γ
交
渉
」
が

行
な
わ
れ
、
閣
僚
理
事
会
議
長
国
イ
タ
リ
ア
の
エ
ミ
リ
オ
・
コ
・
ン
ボ
外
相
の
粘
り
強
い
説
得
工
作
の
結
果
、
英
国
の
E
C
予
算
収
支
赤
字
問
題

に
一
応
の
決
着
が
つ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
具
体
的
内
容
は
、
一
九
七
五
年
三
月
の
予
算
補
正
方
式
の
修
正
と
英
国
へ
の
還
流
額
を
増
額
さ

せ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
英
国
の
赤
字
上
限
を
一
九
八
○
年
に
は
三
億
七
〇
〇
〇
万
ポ
ン
ド
（
六
億
九
〇
〇
万
E
U
A
）
、
一
九
八
一
年
に
は
四
億
四
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

○
○
万
ポ
ン
ド
（
七
億
三
〇
〇
〇
万
E
U
A
）
に
設
定
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
英
国
は
、
当
初
の
見
込
み
と
比
較
す
る
と
予
想
赤
字
の
約
六
六

％
（
二
年
間
で
一
五
億
七
〇
〇
万
ポ
シ
ド
）
の
削
減
を
達
成
し
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
で
の
妥
協
案
に
比
べ
て
二
年
間
で
約
八
四
〇
〇
万
ポ
ン
ド
の
赤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

字
を
削
減
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
最
も
重
要
な
こ
と
は
、
一
九
八
二
年
以
後
の
E
C
の
諸
政
策
と
予
算
運
営
を
再
検
討

す
る
こ
と
を
理
事
会
に
約
束
さ
せ
、
そ
の
た
め
の
原
案
を
一
九
八
一
年
六
月
末
日
ま
で
に
E
C
委
員
会
が
提
出
す
る
こ
と
に
な
つ
た
こ
と
で
あ

る
Q
こ
の
「
五
月
三
〇
日
の
権
限
委
任
」
に
基
づ
い
て
、
E
C
予
算
体
制
の
抜
本
的
改
革
が
実
現
す
る
か
否
か
が
、
一
九
八
○
年
五
月
三
〇
日
の

妥
協
に
対
す
る
評
価
を
決
定
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
本
稿
執
筆
時
に
お
い
て
は
ま
だ
完
全
な
合
意
に
達
し
て
い
な
い
。
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か
く
し
て
、
一
年
に
わ
た
つ
た
交
渉
は
英
国
の
粘
り
勝
ち
と
も
い
え
る
が
、
こ
の
間
こ
の
予
算
問
題
だ

け
が
単
独
で
審
議
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
前
述
の
よ
う
に
、
五
月
三
〇
日
の
理
事
会
の
決
議
に
は
、
羊

肉
、
一
九
八
○
ー
八
一
年
農
産
物
価
格
引
き
上
げ
、
漁
業
問
題
が
含
ま
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
次
に
こ
れ

ら
の
問
題
を
順
次
検
討
し
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
（
1
）
　
田
中
素
香
「
踏
み
出
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
合
衆
国
へ
の
歴
史
的
一
歩
l
E
C
財
政
に
お
け
る
統
合
の
進
展
上
、
中
、
下
」
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
『
世
界
経
済
評
論
』
、
二
三
巻
二
i
四
号
、
昭
和
五
四
年
二
ー
四
月
、
福
田
耕
治
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
議
会
の
予
算
決
定
権
拡
大
ー
第

　
　
二
次
予
算
条
約
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
、
『
日
本
E
C
学
会
年
報
』
第
『
号
、
昭
和
五
六
年
、
四
六
－
四
九
頁
参
照
。

　
（
2
）
O
o
日
目
一
の
ω
一
8
0
h
些
①
国
ξ
8
0
き
O
o
3
B
毒
三
①
ω
℃
葬
、
ミ
§
9
㌧
魯
ミ
§
山
ミ
頓
災
ミ
矯
O
§
箋
§
鉾

　
　
0
9
≦
（
ぢ
）
＆
鱒
臨
昌
巴
、
一
N
oo
o
讐
o
B
冨
き
一
〇
ご
矯
》
ロ
昌
Φ
図
一
唱
」
一
↓
呂
一
①
一
9

　
（
3
）
　
以
下
の
数
値
は
こ
と
わ
り
の
な
い
限
り
、
O
o
目
目
一
ω
巴
◎
口
9
些
o
国
ξ
o
冨
き
O
o
ヨ
跨
…
三
2
一
G
§
◎
ミ
吋
§
R

　
　
自
醤
軋
山
貰
織
吋
乳
ミ
望
O
ミ
鴇
驚
§
賜
り
O
O
寓
（
o
。
O
）
一
ミ
臨
琵
ど
8
ζ
畦
o
F
一
〇
〇
。
ρ
》
署
o
且
算
箸
9
一
ー
“
の
表
に
よ
る
。

　
（
4
）
O
O
言
（
お
）
含
⑩
識
髭
一
｝
息
9
亀
貼
●
、
マ
一
一
曽
↓
3
一
①
一
ρ

　
（
5
）
↓
ぎ
O
o
e
B
琶
一
昌
9
↓
睾
凶
昌
霊
㎎
ξ
。
ω
噂
肉
ミ
。
鷺
欝
、
ミ
§
ミ
軌
§
、
閏
試
恥
§
ミ
尋
～
ミ
馬
§
漁
ら
＼
。。
ρ

　
　
ご
①
8
ヨ
げ
o
き
這
Q。
ρ
P
一
〇
〇
参
照
Q

　
（
6
）
O
O
鼠
（
お
）
“
8
陰
鶏
一
｝
愚
9
亀
貼
．
、
℃
。
oo
噂
↓
呂
一
Φ
N
．

　
（
7
）
　
英
国
の
E
C
加
盟
が
実
質
的
に
合
意
に
達
し
た
一
九
七
一
年
七
月
の
時
点
で
、
英
国
の
E
C
分
担
金
と
E
C
予
算
収
支
は
下

　
　
表
の
よ
う
に
見
込
ま
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
加
盟
国
の
分
担
金
は
、
各
国
の
G
N
P
に
応
ず
る
比
率
で
計
算
さ
れ
て
い
た
が
、

　
　
五
年
の
過
渡
期
間
に
名
目
負
担
率
に
対
す
る
充
足
率
を
毎
年
高
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
英
国
の
実
質
負
担
率
を
英
国
の
G
N
P
比

　
　
率
と
ほ
ぽ
一
致
さ
せ
、
さ
ら
に
二
年
の
調
整
期
間
を
経
て
一
九
八
○
年
に
は
E
C
の
固
有
財
源
制
に
移
行
す
る
こ
と
に
な
つ
て
い

　
　
た
。

　
（
8
）
　
一
九
七
五
年
三
月
ダ
ブ
リ
ン
の
欧
州
理
事
会
で
合
意
に
達
し
た
予
算
補
正
方
式
の
概
略
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
第
一

　
　
に
、
過
去
三
年
間
平
均
で
嚇
入
当
た
り
の
G
N
P
が
E
C
平
均
の
八
五
％
以
下
、
第
二
に
、
過
去
三
年
間
平
均
で
実
質
成
長
率
が
E

　
　
C
平
均
の
一
二
〇
％
以
下
、
第
三
に
、
E
C
予
算
に
対
す
る
固
有
財
源
の
寄
与
が
E
C
の
G
N
P
中
に
占
め
る
割
合
の
二
〇
％

　
　
以
上
、
第
四
に
、
E
C
予
算
収
支
が
赤
字
、
と
い
う
四
つ
の
条
件
を
充
足
し
て
い
る
加
盟
国
に
対
し
て
、
第
『
に
、
二
億
五
〇
〇

　
　
　
　
「
一
九
八
○
年
五
月
三
〇
日
の
妥
協
」

名目負担率1
充足率 実質負担率 支　　出 還　　流 差

年 （GNP比率）
　（％）

（％） （％） （億ポンド） （億ポソド） （億ポンド）

1973 19．19 45 8．64 1．2 0．2 一1

1974 19．38 56 10．85 1．55 0．4 一1．15

1975 19．77 67．5 13．34 1．95 0．55 一1．4

1976 20．16 79．5 16．03 2．45 0．75 一1、7

1977 20．56 92 18．92 3 1 一2

（
六
九
五
）

出所：The　United　K1ngdom　and　the　European　Communities，C辮窺」．4715，July1971

　　　　HMSO，p．24，Table2．
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「
一
九
八
○
年
五
月
三
〇
日
の
妥
協
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
■
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
　
　
（
六
九
六
）

○
万
U
A
（
約
一
億
二
五
〇
〇
万
ポ
ン
ド
）
あ
る
い
は
E
C
予
算
支
出
の
三
％
、
第
二
に
、
E
C
予
算
収
支
赤
字
額
、
第
三
に
、
付
加
価
値
税
の
寄
与
額
、
の
三
つ
の
内
最
も
少
な
い

額
を
限
度
に
返
還
さ
れ
る
（
言
①
3
σ
o
誘
獣
℃
9
爵
①
国
ξ
8
0
き
O
o
日
日
琶
一
齢
ざ
国
8
0
旨
8
即
曾
£
o
菖
魯
ご
P
O
§
ミ
爽
0
8
ω
℃
ζ
巽
畠
ご
胡
り
い
o
且
o
P
＝
ζ
ω
ρ

　
℃
℃
●

（
9
）

（
10
）

（
n
）

（
12
）

（
1
3
）

（
1
4
）

（
1
5
）

　
一
鴇
oo

讐

（
1
6
）

　い8α8

｝

（　　（　　（　　（　　（
21　20　19　18　17
）　　）　　）　　）　　）

　
N
中
1
ω
9

（
2
2
）

（
23
）

（
蟄
）

（
2
5
）

　
一
〇
曽

（
2
6
）

（
2
7
）

　
ぎ
で
七 辰

i
嵩
参
照
）
。

↓
げ
o
国
ξ
o
も
8
昌
窯
o
口
o
富
曙
ω
網
曾
①
臼
．
G
ミ
醤
ド
謹
0
9
2
0
〈
o
ヨ
σ
g
一
零
c。
鴨
ピ
o
呂
o
P
＝
寓
ω
O
●

O
O
ζ
（
お
）
＆
鱒
h
冒
亀
噂
一
b
o
ω
o
鷲
o
目
び
0
5
お
お
’

↓
魯
偽
O
黛
黛
、
織
ミ
き
O
o
8
げ
段
一
S
一
箋
9

↓
魯
鳴
O
黛
“
、
亀
皆
ド
O
o
8
げ
o
短
一
〇
u
一
箋
P

導
馬
ド

以
下
の
数
値
は
、
切
ミ
、
、
乳
欝
o
、
き
鳴
肉
ミ
息
ミ
醤
G
o
§
ミ
黛
ミ
議
霧
鴇
＜
o
一
●
誌
り
2
9
＝
」
鴇
ρ
戸
さ
O
響
↓
魯
ざ
G
。
に
基
づ
い
て
い
る
。

詳
細
は
、
＜
巴
o
旨
ぎ
o
＝
9
臼
き
き
α
甘
一
一
9
い
a
㎎
ρ
↓
ぎ
馬
ミ
さ
》
昏
醤
、
“
こ
言
ミ
鳴
ミ
“
§
軋
き
Q
肉
黛
こ
特
器
§
G
o
§
ミ
黛
ミ
電
℃
い
o
＆
o
P
竃
8
B
筐
帥
P

　
名
。
認
ー
“
ρ
田
中
素
香
前
掲
論
文
二
三
巻
三
号
、
四
五
－
四
六
頁
、
福
田
耕
治
前
掲
論
文
五
八
ー
六
三
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

↓
欝
肉
ミ
蕊
o
§
旨
ひ
2
0
〈
o
目
σ
o
『
一
P
一
鴇
り
り
℃
℃
・
㎝
：
ρ
∪
帥
く
置
切
5
】
震
”
5
α
∪
碧
置
竃
m
β
琵
呂
噛
閾
貸
さ
》
ミ
蕊
馬
、
ミ
嵩
o
蕊
物
“
§
亀
切
篭
畿
急
、
o
ミ
こ
寓
噂

　
　
ピ
o
ロ
内
昌
”
P
一
〇
〇
〇
一
讐
p
一
8
参
照
。

U
帥
く
践
ω
5
一
〇
『
帥
昌
α
∪
專
置
寓
”
呂
信
”
昌
“
等
達
‘
b
唱
」
デ
ま
O
・

等
蔵
こ
P
一
鴇
．

↓
魯
馬
O
黛
爲
唖
匙
ミ
ド
0
9
0
げ
o
『
N
oo
、
2
0
〈
o
ヨ
げ
o
『
一
一
Z
o
〈
0
3
げ
o
『
8
一
一
S
P

O
o
日
ヨ
一
の
ω
一
〇
－
g
些
o
国
ξ
8
0
彗
o
o
置
ヨ
琶
三
〇
ω
｝
q
§
嬉
ミ
％
§
驚
§
亀
切
ミ
鷺
、
ミ
随
O
ミ
肋
匙
§
勲
o
O
霞
（
お
）
①
o
。
o
類
髭
一
矯
謹
2
0
く
o
ヨ
げ
醇
」
零
p

日
げ
o
勺
活
目
o
ζ
ぎ
置
ざ
き
、
§
ミ
ミ
ミ
§
ミ
憶
黛
b
悪
ミ
鴇
’
葭
§
器
o
、
O
o
ミ
§
o
醤
物
（
以
下
歳
G
b
＆
ミ
霧
と
略
記
）
＜
o
一
の
零
9
ω
U
o
8
ヨ
げ
o
び
這
お
”
O
畠

　
　
ω
㌣
ー
認
参
照
。

↓
魯
恥
駒
“
o
醤
o
§
旨
ひ
U
o
o
o
日
げ
o
『
o
o
一
一
零
P
マ
“
oo
．

↓
欝
O
貸
“
『
ミ
Q
ド
∪
①
8
犀
σ
忠
一
曽
一
S
O
｝
『
ミ
肉
8
醤
o
ミ
騎
き
U
o
8
日
σ
o
『
o
o
℃
這
お
噛
署
」
o。
よ
O
参
照
。

』
吋
偽
醤
g
肉
黛
、
§
魯
“
言
醇
o
F
一
〇
〇
〇
〇
．

↓
詳
O
冴
ミ
e
ミ
℃
U
o
8
e
σ
忠
8
り
這
お
矯
ζ
醇
o
ゴ
ρ
一
〇
Q
o
ρ
迅
吋
鴨
醤
9
肉
ミ
魯
♪
一
〇
』
帥
昌
琵
蔓
｝
一
〇
〇
〇
ρ
℃
。
9
↓
評
O
ミ
亀
憶
軋
ミ
ド
司
o
ぼ
琵
昌
ミ
噛
ζ
醇
o
げ

一
〇
〇
。
O
参
照
。

↓
書
O
黛
籍
唖
織
ミ
葬
一
≦
辞
o
げ
謡
｝
一
〇
〇〇
ρ

一
九
八
○
年
予
算
改
定
見
通
し
に
お
け
る
英
国
の
支
払
い
は
E
C
収
入
の
一
二
・
〇
九
％
と
さ
ら
に
増
加
し
、
英
国
へ
の
還
流
割
合
は
M
C
A
込
み
で
八
・
九
％
、
M
C
A
抜

　
・
九
％
に
低
下
し
、
英
国
の
赤
字
は
M
C
A
込
み
で
一
六
億
八
三
〇
〇
万
E
C
U
、
M
C
A
抜
ぎ
で
一
八
億
二
二
〇
〇
万
E
C
U
に
増
加
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
た
（
O
O
蜜
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（
o
。
○
）
一
ミ
｛
ぎ
芦
8
竃
智
o
F
一
〇
G
o
ρ
》
薯
雪
象
x
唱
P
ω
ー
合
円
呂
冨
一
♪
冒
参
照
）
。

（
2
8
）
　
↓
》
恥
両
“
o
ミ
o
ミ
蹄
さ
竃
帥
矯
辞
一
〇
〇
〇
ρ
P
刈
ω
・

（
2
9
）
　
奪
軌
ド

（
3
0
）
　
↓
魯
恥
O
ミ
黛
憧
蹴
嘗
ド
言
p
矯
ω
一
一
一
〇
〇
〇
〇

（
3
1
）
　
↓
ぎ
い
o
巳
ギ
一
曙
ω
霧
一
・
鳶
O
b
＆
ミ
霧
℃
＜
o
一
・
O
o
。
9
N
冒
ま
・
一
〇
〇
。
9
0
0
一
」
O
ホ
・
計
算
の
前
提
と
し
て
E
C
委
員
会
が
推
定
す
る
英
国
の
赤
字
は
一
九
八
○
年
で

　
一
七
億
八
四
〇
〇
万
E
U
A
、
一
九
八
一
年
で
二
｝
億
四
〇
〇
〇
万
E
U
A
と
見
込
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
赤
字
が
見
通
し
よ
り
大
ぎ
く
な
つ
た
場
合
に
は
、
そ
の
差
額
は
一
九

　
八
O
年
に
つ
い
て
は
二
五
％
は
英
国
、
七
五
％
は
他
の
加
盟
国
の
負
担
と
す
る
。
一
九
八
一
年
に
つ
い
て
は
、
差
額
が
、
七
億
三
〇
〇
〇
万
E
U
A
か
ら
七
億
五
〇
〇
〇
万
E
U
A

　
の
場
合
に
は
英
国
の
全
額
負
担
、
七
億
五
〇
〇
〇
万
E
U
A
か
ら
八
億
五
〇
〇
〇
万
E
U
A
の
場
合
に
は
五
〇
％
は
英
国
、
五
〇
％
は
他
の
加
盟
国
の
負
担
、
八
億
五
〇
〇
〇
万
E

　
U
A
以
上
の
場
合
に
は
、
二
五
％
は
英
国
、
七
五
％
は
他
の
加
盟
国
の
負
担
と
す
る
解
決
方
式
が
決
定
さ
れ
た
（
切
ミ
』
災
誉
o
、
ミ
恥
肉
ミ
魯
ミ
醤
G
o
ミ
§
ミ
§
軌
嵩
霧
｝
＜
o
一
・

　
一
Q
o
幅
2
0
・
9
一
〇
8
り
P
O
）
。

三
　
取
引
材
料

　
　
　

　
　
一

　
　
（

羊
肉
は
、

英
仏
羊
肉
戦
争

こ
れ
ま
で
共
通
農
業
政
策
の
下
に
組
み
込
ま
れ
て
お
ら
ず
、

表一W　羊の飼育頭数

　　　　（1978年　単位　万頭）

2，050

1，120

　870

　250
　110

　50

　　8
　　5
　0。5

英　　国

フランス

イタリア

アイルラソド

西ドイツ

オラソダ

ベルギー

デソマーク

ルクセソブルグ

出所：丁加E6伽o師s’，Septembe129
　　　　1979，p．61．

「
一
九
八
O
年
五
月
三
〇
日
の
妥
協
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
E
C
委
員
会
は
一
九
七
五
年
お
よ
び
一
九
七
八
年
に
羊
肉
の
共
同
市
場

組
織
化
案
を
理
事
会
に
提
出
し
た
が
、
英
仏
の
対
立
に
よ
り
不
成
立
に
終
つ
て
い
た
。

　
英
仏
の
対
立
の
背
景
に
は
次
の
よ
う
な
状
況
が
存
存
す
る
。
す
な
わ
ち
、
表
…
W
に
示
さ

れ
る
よ
う
に
、
E
C
域
内
で
羊
の
飼
育
頭
数
が
最
も
多
い
の
は
英
国
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
は

英
国
の
約
二
分
の
一
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
も
、
フ
ラ
ン
ス
の
羊
肉
一
キ
・
当
り
の
一
九
七
八

年
の
市
場
平
均
価
格
は
ニ
ポ
ソ
ド
九
ペ
ン
ス
で
あ
り
、
英
国
の
一
ポ
ン
ド
三
二
ペ
ン
ス
と
比

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

較
し
て
一
・
五
八
倍
と
な
つ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
飼
育
規
模
、
価
格
お
よ
び
ニ
ュ
ー
ジ
ー

ラ
ン
ド
か
ら
の
英
国
へ
の
輸
出
（
一
九
七
八
年
実
績
一
二
万
三
〇
〇
〇
ト
ン
）
を
前
提
に
羊
肉
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
昌
　
　
（
六
九
七
）
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「
一
九
八
O
年
五
月
三
〇
日
の
妥
協
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
　
　
（
六
九
八
）

自
由
貿
易
に
し
た
場
合
、
フ
ラ
ン
ス
の
羊
肉
産
業
は
ま
つ
た
く
太
刀
打
ち
で
き
な
い
状
況
に
追
い
込
ま
れ
る
。
し
か
も
、
フ
ラ
ン
ス
の
羊
肉
産
業

は
、
ピ
レ
ネ
ー
、
南
ア
ル
プ
ス
、
中
央
高
地
な
ど
フ
ラ
ン
ス
国
内
で
も
貧
し
い
地
域
に
集
中
し
て
お
り
、
羊
肉
の
完
全
自
由
化
は
フ
ラ
ソ
ス
に
と

つ
て
受
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
つ
た
。
逆
に
、
英
国
に
と
つ
て
、
羊
肉
の
共
同
市
場
組
織
化
は
、
指
標
価
格
が
生
産
性
の
低
い
地
域

の
高
い
価
格
に
定
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
英
国
内
の
消
費
者
物
価
高
騰
を
招
く
こ
と
、
さ
ら
に
、
「
．
ハ
タ
ー
の
山
」
や
「
ワ
イ
ン
の
池
」
と
同
じ

よ
う
に
、
供
給
過
剰
に
よ
る
「
羊
肉
の
山
」
が
築
か
れ
、
ダ
ソ
ピ
ン
グ
輸
出
さ
れ
て
中
東
や
地
中
海
地
域
な
ど
ニ
ュ
ジ
！
ラ
ン
ド
の
伝
統
的
市
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

が
侵
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
、
英
国
は
羊
肉
の
共
同
市
場
組
織
化
に
乗
り
気
で
は
な
か
つ
た
。

　
し
か
し
、
一
九
七
七
年
末
ま
で
は
、
新
加
盟
に
対
す
る
過
渡
的
措
置
に
よ
つ
て
フ
ラ
ン
ス
の
市
場
は
逆
に
保
護
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
た
め
フ
ラ

ン
ス
は
過
渡
期
間
の
終
了
に
備
え
、
羊
肉
の
最
低
市
場
価
格
制
度
を
導
入
し
、
市
場
価
格
が
こ
の
価
格
以
下
に
低
下
す
る
と
羊
肉
の
輸
入
禁
止
措

置
を
発
動
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
措
置
は
、
フ
ラ
ン
ス
ヘ
の
羊
肉
輸
出
国
で
あ
る
英
国
と
ア
イ
ル
ラ
γ
ド
に
大
き
な
打
撃
を
与
え
る
こ
と
が
予
想

さ
れ
た
が
、
フ
ラ
ン
ス
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
対
し
て
は
市
場
を
全
面
開
放
し
た
。
こ
の
た
め
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
か
ら
フ
ラ
ン
ス
ヘ
の
羊
肉
輸
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

は
、
一
九
七
七
年
の
一
八
○
○
ト
ン
か
ら
一
九
七
八
年
に
は
一
万
四
三
〇
〇
ト
ン
ヘ
と
、
約
八
倍
の
伸
び
を
示
し
た
。
逆
に
、
一
九
七
八
年
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

英
国
か
ら
フ
ラ
ン
ス
ヘ
の
羊
肉
輸
出
は
半
減
し
、
九
〇
〇
〇
ト
ン
に
落
ち
込
み
、
市
場
開
放
を
求
め
る
英
国
と
こ
れ
を
拒
否
す
る
フ
ラ
ン
ス
と
の

間
で
「
羊
肉
戦
争
」
が
発
生
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
フ
ラ
ソ
ス
の
措
置
に
対
し
て
、
E
C
委
員
会
は
一
九
七
八
年
一
〇
月
二
五
日
欧
州
司
法
裁
判
所
に
提
訴
し
て
い
た
が
、
七
九
年
九

月
二
五
日
欧
州
司
法
裁
判
所
は
フ
ラ
ン
ス
の
措
置
が
輸
入
に
対
す
る
数
量
制
限
お
よ
び
こ
れ
と
同
等
の
効
果
を
有
す
る
す
べ
て
の
措
置
を
禁
止
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

た
E
E
C
条
約
第
三
〇
条
に
違
反
し
て
い
る
と
の
判
断
を
下
し
た
の
で
あ
る
。
一
〇
月
一
七
日
の
農
相
理
事
会
に
お
い
て
英
国
の
ピ
ー
タ
ー
・
ウ

ォ
ー
カ
ー
農
相
は
、
フ
ィ
ン
・
グ
ン
デ
ラ
ッ
ク
農
業
担
当
E
C
副
委
員
長
の
支
持
を
受
け
な
が
ら
、
フ
ラ
ソ
ス
に
対
し
て
欧
州
司
法
裁
判
所
の
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

決
を
遵
守
す
る
こ
と
を
強
く
求
め
た
の
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
ピ
ェ
ー
ル
・
メ
ニ
ュ
リ
ー
農
相
は
、
権
限
の
範
囲
外
の
問
題
と
し
て
即
答
を
避
け
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た
が
、
一
〇
月
二
四
日
英
国
産
羊
肉
に
対
す
る
輸
入
禁
止
措
置
を
撤
回
す
る
こ
と
を
グ
ン
デ
ラ
ッ
ク
副
委
員
長
宛
て
の
書
簡
で
明
ら
か
に
し
た
。

し
か
し
、
フ
ラ
ン
ス
政
府
は
輸
入
割
当
と
市
場
価
格
の
監
視
を
継
続
し
、
英
国
に
対
し
て
毎
週
二
〇
〇
ト
ン
の
限
度
内
で
の
み
羊
肉
輸
入
の
門
戸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

を
開
放
す
る
と
回
答
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ウ
ォ
ー
カ
i
農
相
は
、
一
〇
月
三
〇
日
農
相
理
事
会
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
は
依
然
と
し

て
E
E
C
条
約
を
完
全
に
履
行
し
て
い
な
い
と
非
難
し
た
が
、
メ
ニ
ュ
リ
！
農
相
は
こ
の
よ
う
な
事
態
が
生
起
す
る
の
は
羊
肉
の
共
同
市
場
組
織

化
が
遅
れ
て
い
る
こ
と
と
、
英
国
が
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
産
の
羊
肉
輸
入
に
固
執
す
る
か
ら
で
あ
る
と
反
論
し
た
。
ウ
ォ
ー
カ
ー
農
相
は
、
「
仏

農
相
は
第
一
次
大
戦
で
フ
ラ
ン
ス
を
侵
略
か
ら
守
る
た
め
に
、
さ
ら
に
第
二
次
大
戦
で
フ
ラ
ン
ス
を
解
放
す
る
た
め
に
戦
死
し
た
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ

ン
ド
兵
士
の
墓
に
参
る
べ
き
で
あ
る
。
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
経
済
は
羊
肉
輸
出
な
し
で
は
壊
滅
す
る
」
と
述
べ
る
な
ど
、
感
情
的
な
議
論
が
応
酬

　
　
　
　
　
　
（
9
）

さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
ダ
ブ
リ
ン
で
の
欧
州
理
事
会
が
近
づ
く
に
つ
れ
英
国
の
強
硬
な
態
度
は
軟
化
の
兆
し
を
み
せ
、
一
一
月
二
一
ー
二
一
百
の
農

相
理
事
会
に
お
い
て
羊
肉
の
共
同
市
場
組
織
化
に
つ
い
て
意
見
の
歩
み
寄
り
が
み
ら
れ
、
E
C
委
員
会
に
対
し
て
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
同
意
さ

　
（
10
）

れ
た
。
し
か
し
、
ダ
ブ
リ
ン
の
欧
州
理
事
会
に
お
い
て
、
ジ
ス
ヵ
ー
ル
・
デ
ス
タ
ン
大
統
領
は
英
国
の
E
C
予
算
赤
字
削
減
要
求
に
対
し
て
羊
肉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

の
共
同
市
場
設
立
を
強
く
要
求
し
た
が
、
サ
ッ
チ
ャ
ー
首
相
は
予
算
問
題
と
羊
肉
問
題
と
の
直
接
取
引
を
拒
否
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
ウ
ォ

i
ヵ
1
農
相
は
、
グ
ン
デ
ラ
ッ
ク
副
委
員
長
に
対
し
て
一
二
月
二
〇
目
電
話
を
通
し
て
、
一
九
八
○
年
一
月
八
日
電
報
に
よ
つ
て
、
フ
ラ
ン
ス
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
12
）

欧
州
司
法
裁
判
所
の
判
決
を
無
視
し
て
お
り
、
ふ
た
た
び
欧
州
司
法
裁
判
所
に
提
訴
す
る
よ
う
圧
力
を
加
え
た
。
フ
ラ
ン
ス
は
、
二
月
二
六
日
英

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

国
産
羊
肉
に
対
す
る
輸
入
制
限
を
撤
廃
す
る
代
り
に
特
別
課
徴
金
（
一
キ
・
当
た
り
八
・
五
フ
ラ
ン
）
を
課
す
る
措
置
を
導
入
し
た
が
、
E
C
委
員

会
は
三
月
一
三
日
E
E
C
条
約
第
一
八
六
条
に
基
づ
い
て
暫
定
措
置
の
発
動
を
欧
州
司
法
裁
判
所
に
求
め
た
。
し
か
し
、
欧
州
司
法
裁
判
所
は
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

月
二
八
日
E
C
委
員
会
の
要
請
を
却
下
し
た
結
果
、
英
仏
羊
肉
戦
争
の
焦
点
は
農
相
理
事
会
を
舞
台
と
し
た
羊
肉
の
共
同
市
場
組
織
化
に
移
つ
た

の
で
あ
る
。

　
　
　
「
一
九
八
○
年
五
月
三
〇
日
の
妥
協
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
　
　
（
六
九
九
）
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「
一
九
八
○
年
五
月
三
〇
日
の
妥
協
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
幅
六
　
　
（
七
〇
〇
）

　
こ
の
時
点
ま
で
に
E
C
委
員
会
は
共
同
市
場
組
織
化
案
を
準
備
し
理
事
会
に
提
出
し
て
い
た
が
、
八
○
年
四
月
二
一
－
二
三
日
の
農
相
理
事
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

に
お
い
て
ウ
ォ
ー
カ
ー
農
相
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
要
求
す
る
E
C
財
源
か
ら
の
フ
ラ
ン
ス
羊
肉
農
民
に
対
す
る
資
金
援
助
案
を
拒
否
し
た
。
さ
ら

に
、
四
月
二
七
－
二
八
日
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
で
欧
州
理
事
会
が
開
催
さ
れ
、
ジ
ス
カ
ー
ル
・
デ
ス
タ
ン
大
統
領
の
英
国
の
予
算
赤
字
問
題
に
対
す

る
妥
協
案
は
、
羊
肉
の
共
同
市
場
設
立
と
抱
き
合
わ
せ
に
な
つ
て
い
た
が
、
サ
ッ
チ
ャ
ー
首
相
が
こ
れ
を
拒
否
し
た
た
め
に
、
欧
州
理
事
会
と
並

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

行
し
て
開
か
れ
て
い
た
農
相
理
事
会
で
ウ
ォ
ー
カ
ー
農
相
は
他
の
八
力
国
が
支
持
し
た
羊
肉
共
同
市
場
化
案
を
拒
否
し
た
の
で
あ
る
。
英
国
の
拒

否
権
は
、
五
月
六
日
の
農
相
理
事
会
、
五
月
一
七
f
一
八
日
ナ
ポ
リ
で
の
非
公
式
外
相
会
議
で
も
発
動
さ
れ
た
が
、
結
局
、
五
月
二
九
日
の
農
相

理
事
会
に
お
い
て
同
時
並
行
的
に
開
催
さ
れ
て
い
た
外
相
理
事
会
で
英
国
の
赤
字
問
題
が
解
決
さ
れ
る
こ
と
を
条
件
に
、
羊
肉
共
同
市
場
化
案
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

承
認
さ
れ
一
九
八
○
年
五
月
三
〇
日
の
妥
協
の
一
環
と
し
て
発
表
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
主
た
る
内
容
は
、
第
一
に
、
英
国
と
ア
イ
ル
ラ
γ
ド

を
除
く
E
C
諸
国
に
お
い
て
は
基
礎
価
格
（
初
年
度
一
キ
・
当
た
り
ニ
ポ
ソ
ド
ニ
干
四
ペ
ソ
ス
）
の
八
五
％
を
介
入
価
格
と
し
、
市
場
価
格
が
介
入

価
格
を
下
回
つ
た
場
合
に
買
上
げ
冷
凍
貯
蔵
が
行
な
わ
れ
る
。
第
二
に
、
英
国
と
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
お
い
て
は
他
国
の
介
入
価
格
よ
り
約
一
〇
％

低
い
誘
導
介
入
価
格
が
設
定
さ
れ
、
両
国
の
市
場
価
格
が
誘
導
介
入
価
格
を
下
回
つ
た
場
合
に
は
小
売
価
格
の
下
落
は
放
置
さ
れ
、
羊
肉
生
産
農

家
に
対
し
て
一
〇
〇
％
E
C
財
源
か
ら
の
不
足
払
い
に
よ
る
所
得
保
証
金
を
与
え
る
。
第
三
に
、
フ
ラ
ソ
ス
と
英
国
の
公
式
指
標
価
格
を
四
年
間

に
漸
次
統
一
す
る
。
第
四
に
、
域
外
生
産
国
、
と
く
に
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
と
の
輸
出
自
主
規
制
協
定
の
締
結
を
待
つ
て
本
制
度
は
発
足
す
る
、

と
い
う
も
の
で
あ
つ
た
。

　
羊
肉
の
共
同
市
場
組
織
は
、
一
九
八
○
年
六
月
二
七
日
の
理
事
会
規
則
、
一
〇
月
一
四
日
の
同
施
行
規
則
、
さ
ら
に
ニ
ュ
！
ジ
ー
ラ
ソ
ド
お
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

び
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
の
輸
出
自
主
規
制
協
定
調
印
に
よ
つ
て
、
一
〇
月
二
〇
日
発
動
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、
フ
ラ
ソ
ス
が
行
な
つ
て
い

た
羊
肉
に
関
す
る
国
内
的
措
置
は
廃
止
さ
れ
、
英
仏
羊
肉
戦
争
は
一
応
の
決
着
を
み
た
の
で
あ
る
。

　
羊
肉
に
関
す
る
五
月
三
〇
日
の
妥
協
は
、
英
国
に
と
つ
て
悪
い
取
引
で
は
な
か
つ
た
。
フ
ラ
ソ
ス
市
場
が
原
則
的
に
は
開
放
さ
れ
た
ば
か
り
で
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な
く
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
対
E
C
輸
出
も
確
保
さ
れ
、
さ
ら
に
、
羊
肉
は
E
C
の
共
通
農
業
政
策
に
組
み
込
ま
れ
た
農
産
物
の
中
で
英
国
に

と
つ
て
初
め
て
黒
字
と
な
る
農
産
物
で
あ
り
、
ウ
ォ
ー
カ
ー
農
相
の
予
想
で
は
四
年
の
過
渡
期
間
終
了
後
年
間
約
一
億
ポ
ン
ド
の
黒
字
を
も
た
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

す
こ
と
が
見
込
ま
れ
て
い
る
。
逆
に
マ
イ
ナ
ス
面
で
は
、
E
C
財
源
に
よ
る
不
足
払
い
制
度
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
公
式
指
標
価
格
の
統
一
に
よ
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

て
英
国
内
の
羊
肉
価
格
が
上
昇
し
、
消
費
者
物
価
の
高
騰
を
招
く
こ
と
が
予
想
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
二
年
以
上
に
わ
た
る
英
仏
羊
肉
戦
争
に

終
止
符
を
打
つ
た
こ
と
は
重
要
で
あ
り
、
結
論
的
に
は
、
羊
肉
の
取
引
は
英
国
に
と
つ
て
積
極
的
に
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
つ
た
。

　
　
　
　

　
　
　
二
　
一
九
八
O
i
八
扁
年
畏
産
物
価
格
引
き
上
げ
問
題

　
　
　
（

　
羊
肉
と
と
も
に
、
フ
ラ
ン
ス
が
強
く
解
決
を
主
張
し
て
い
た
も
の
に
、
一
九
八
○
ー
八
一
年
農
産
物
価
格
引
き
上
げ
問
題
が
あ
つ
た
。

　
前
年
の
一
九
七
九
ー
八
○
年
農
産
物
価
格
交
渉
は
サ
ッ
チ
ャ
ー
保
守
党
政
府
が
政
権
獲
得
後
初
め
て
直
面
し
た
難
題
で
あ
つ
た
が
、
一
九
七
九

年
六
月
一
八
ー
二
二
日
の
農
相
理
事
会
で
の
合
意
に
よ
つ
て
、
前
年
度
比
平
均
一
・
五
％
（
E
C
U
換
算
）
の
引
き
上
げ
が
認
め
ら
れ
た
。
し
か
し
、

余
剰
農
産
物
で
あ
る
ミ
ル
ク
お
よ
び
乳
製
品
に
つ
い
て
は
、
英
国
の
加
盟
以
来
初
め
て
前
年
度
価
格
に
据
え
置
く
こ
と
が
決
定
さ
れ
て
い
た
の
で

　
（
22
）

あ
る
Q

　
一
九
八
○
ー
八
一
年
農
産
物
価
格
に
つ
い
て
、
E
C
委
員
会
は
一
九
八
○
年
二
月
一
五
日
原
案
を
提
出
し
、
前
年
度
比
平
均
二
．
四
％
（
E
C

U
換
算
）
の
引
き
上
げ
、
余
剰
農
産
物
に
つ
い
て
は
上
昇
率
を
一
・
五
％
以
下
に
抑
え
る
こ
と
を
答
申
し
た
。
二
月
一
八
日
の
農
相
理
事
会
は
、

委
員
会
原
案
を
審
議
し
た
が
、
欧
州
農
業
団
体
評
議
会
（
C
O
P
A
）
の
要
求
す
る
七
・
九
％
と
同
率
の
引
き
上
げ
を
主
張
す
る
ベ
ル
ギ
ー
、
ル

ク
セ
ン
ブ
ル
グ
、
七
％
以
上
を
主
張
す
る
フ
ラ
ン
ス
、
四
－
五
％
を
主
張
す
る
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
余
剰
農
産
物
に
つ
い
て
前
年
度
価
格
据
え
置
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

を
求
め
る
英
国
と
、
意
見
が
真
つ
向
か
ら
対
立
し
た
。
三
月
三
r
四
日
お
よ
び
三
月
二
六
ー
二
七
日
の
農
相
理
事
会
に
お
い
て
、
他
の
八
力
国
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

平
均
約
五
％
の
引
き
上
げ
で
一
致
し
た
が
、
英
国
は
凍
結
を
相
変
わ
ら
ず
主
張
し
た
。
そ
の
間
、
三
月
二
四
－
二
六
日
欧
州
議
会
は
、
平
均
七
・

九
％
増
を
求
め
た
欧
州
議
会
農
業
委
員
会
の
報
告
を
審
議
し
た
が
、
一
三
％
増
を
求
め
る
フ
ラ
ソ
ス
共
産
党
か
ら
一
％
減
を
求
め
る
英
国
労
働
党

　
　
　
「
一
九
八
O
年
五
月
三
〇
日
の
妥
協
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
　
　
（
七
〇
一
）
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「
一
九
八
○
年
五
月
三
〇
日
の
妥
協
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
　
　
（
七
〇
二
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
25
）

ま
で
意
見
が
分
裂
し
、
具
体
的
数
字
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
。
ま
た
、
諮
問
機
関
で
あ
る
経
済
社
会
評
議
会
は
三
月
二
六
ー
二
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

E
C
委
員
会
の
二
・
四
％
の
価
格
引
き
上
げ
原
案
を
支
持
す
る
意
見
を
採
択
し
た
の
で
あ
る
。

　
次
の
農
相
理
事
会
は
四
月
二
一
ー
二
四
日
開
催
さ
れ
、
ウ
ォ
ー
カ
ー
農
相
は
依
然
と
し
て
余
剰
農
産
物
の
価
格
据
え
置
き
を
主
張
し
て
止
ま
な

か
つ
た
が
、
四
月
二
四
日
サ
ッ
チ
ャ
i
首
相
は
下
院
に
お
い
て
英
国
の
予
算
赤
字
削
減
と
引
き
換
え
に
農
産
物
価
格
引
き
上
げ
に
応
じ
る
こ
と
を

　
　
　
　
（
2
7
）

ほ
の
め
か
し
た
。
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
の
欧
州
理
事
会
と
並
行
し
て
四
月
二
七
ー
二
八
日
開
催
さ
れ
た
農
相
理
事
会
に
お
い
て
ウ
ォ
ー
カ
ー
農
相

は
、
約
五
％
の
引
き
上
げ
に
つ
い
て
、
欧
州
理
事
会
で
英
国
の
予
算
赤
字
問
題
が
解
決
さ
れ
る
こ
と
を
条
件
に
、
認
め
て
も
よ
い
と
い
う
妥
協
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

態
度
を
示
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
の
欧
州
理
事
会
で
は
、
ジ
ス
カ
ー
ル
・
デ
ス
タ
ン
仏
大
統
領
は
、
羊
肉
お
よ
び
農
産
物

価
格
引
き
上
げ
問
題
解
決
を
条
件
に
、
英
国
の
予
算
赤
字
問
題
に
関
す
る
妥
協
案
を
示
し
た
が
、
逆
に
、
サ
ッ
チ
ャ
ー
首
相
は
予
算
問
題
が
解
決

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

し
な
い
限
り
農
産
物
価
格
引
き
上
げ
に
応
じ
ら
れ
な
い
と
拒
否
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、
農
産
物
価
格
引
き
上
げ
問
題
の
解
決
は
さ
ら
に
先

に
延
ば
さ
れ
る
こ
と
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。

　
英
国
の
妨
害
に
業
を
に
や
し
た
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
一
九
六
六
年
一
月
の
「
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
の
妥
協
」
に
基
づ
く
全
会
一
致
制
を
一
時
的
に
停
止

し
加
重
特
定
多
数
決
で
価
格
引
き
上
げ
を
決
定
す
べ
き
で
あ
る
と
か
、
レ
イ
モ
ン
・
パ
ー
ル
首
相
が
五
月
三
一
日
ま
で
に
問
題
が
解
決
し
な
い
場

合
に
は
フ
ラ
ン
ス
政
府
が
単
独
で
も
価
格
支
持
を
行
な
う
た
め
の
国
内
的
措
置
の
導
入
に
つ
い
て
仏
農
業
界
の
代
表
に
語
る
な
ど
、
強
硬
論
が
主

　
　
　
　
（
3
0
）

張
さ
れ
始
め
た
。
結
局
、
バ
ー
ル
首
相
が
設
定
し
た
最
終
期
限
の
前
日
の
五
月
三
〇
日
予
算
問
題
に
関
す
る
妥
協
が
成
立
し
た
こ
と
に
よ
つ
て
、

ウ
ォ
ー
カ
ー
農
相
は
農
産
物
価
格
引
き
上
げ
に
同
意
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、
E
C
U
換
算
で
、
一
般
農
産
物
に
つ
い
て
五
・
五
－
七
％
の

引
き
上
げ
、
、
・
・
ル
ク
、
牛
肉
、
子
牛
肉
、
砂
糖
に
つ
い
て
四
％
の
引
き
上
げ
が
決
定
さ
れ
、
対
前
年
度
平
均
四
・
八
％
の
価
格
引
き
上
げ
と
な
つ

た
。
ま
た
、
乳
製
製
品
の
余
剰
分
を
処
理
す
る
費
用
を
生
産
者
に
負
担
さ
せ
る
共
同
責
任
分
担
課
徴
金
を
二
％
徴
収
す
る
こ
と
に
な
つ
た
の
で
あ

（
3
1
）

る
o
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農
産
物
価
格
に
関
す
る
取
引
は
、
英
国
に
と
つ
て
は
敗
北
で
あ
つ
た
Q
つ
ま
り
、
価
格
引
き
上
げ
に
伴
い
農
業
政
策
支
出
は
一
九
八
○
年
に
約

三
億
ポ
ン
ド
、
一
年
を
通
し
て
約
六
億
ポ
ン
ド
の
増
加
と
な
り
、
E
C
支
出
に
占
め
る
農
業
政
策
支
出
の
割
合
を
抑
え
よ
う
と
し
て
き
た
英
国
に

　
　
　
　
　
　
　
　
（
32
）

と
つ
て
後
退
を
意
味
す
る
。
さ
ら
に
、
価
格
引
き
上
げ
は
、
英
国
の
農
家
に
と
つ
て
は
収
入
の
増
加
を
も
た
ら
す
が
、
逆
に
消
費
者
に
と
つ
て
は

食
料
品
価
格
の
高
騰
を
意
味
す
る
。
ウ
ォ
ー
カ
ー
農
相
は
、
共
通
農
業
政
策
の
取
引
の
消
費
者
に
対
す
る
影
響
に
つ
い
て
、
食
料
品
価
格
指
数
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

○
・
七
％
、
小
売
物
価
指
数
で
○
・
一
五
％
の
上
昇
し
か
も
た
ら
さ
な
い
と
、
影
響
が
小
さ
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
が
、
英
国
の
消
費
者
は
食

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

料
品
に
関
し
て
約
三
億
ポ
ン
ド
の
支
払
増
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　

　
　
　
三
　
共
通
漁
業
政
策

　
　
　
（

　
英
国
の
E
C
予
算
赤
字
問
題
に
対
す
る
第
三
番
目
の
取
引
材
料
と
な
つ
た
の
は
、
漁
業
問
題
で
あ
つ
た
。

　
E
C
の
共
通
漁
業
政
策
は
、
E
E
C
条
約
第
三
八
条
第
一
項
に
基
づ
い
て
い
る
が
、
共
通
農
業
政
策
と
比
較
し
て
そ
の
制
度
化
は
遅
れ
、
共
通

漁
業
政
策
に
関
す
る
理
事
会
規
則
が
採
択
さ
れ
た
の
は
、
英
国
な
ど
の
加
盟
交
渉
が
開
始
さ
れ
た
直
後
の
一
九
七
〇
年
一
〇
月
二
〇
日
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
35
）

発
効
し
た
の
は
一
九
七
一
年
二
月
一
目
で
あ
つ
た
。
そ
こ
で
合
意
さ
れ
た
共
通
漁
業
政
策
の
重
要
な
原
則
の
）
つ
は
、
沿
岸
漁
業
に
関
す
る
暫
定

措
置
を
除
い
て
、
全
E
C
加
盟
国
の
主
権
ま
た
は
管
轄
権
の
も
と
に
あ
る
漁
場
に
対
す
る
自
由
か
つ
平
等
な
る
接
近
で
あ
つ
た
。
換
言
す
れ
ば
、

一
部
例
外
水
域
を
除
き
、
E
C
の
漁
業
水
域
内
で
は
加
盟
国
船
籍
を
有
す
る
漁
船
は
船
籍
を
問
わ
ず
自
由
に
操
業
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
で
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
新
た
に
加
盟
を
申
請
し
た
英
国
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
四
力
国
は
原
加
盟
国
以
上
に
漁
業
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

重
大
な
利
害
を
有
し
て
お
り
、
漁
業
問
題
は
加
盟
交
渉
に
お
い
て
最
後
ま
で
難
航
し
た
案
件
で
あ
つ
た
。
結
局
、
加
盟
条
約
付
属
議
定
書
第
二
編

第
三
章
（
第
九
八
」
一
〇
三
条
）
に
お
い
て
、
加
盟
後
一
〇
年
間
、
す
な
わ
ち
一
九
八
二
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
、
一
九
七
一
年
一
月
三
一
日
時
点

に
お
け
る
原
加
盟
国
お
よ
び
新
加
盟
国
の
特
別
漁
業
権
を
侵
害
し
な
い
こ
と
を
条
件
に
、
加
盟
国
は
沿
岸
か
ら
六
海
里
（
一
部
例
外
水
域
で
は
二
一

海
里
）
内
に
お
け
る
加
盟
国
の
主
権
ま
た
は
管
轄
権
の
も
と
に
あ
る
水
域
に
お
い
て
漁
業
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
た
の
で

　
　
　
「
一
九
八
○
年
五
月
三
〇
日
の
妥
協
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
　
　
（
七
〇
三
）
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表一V　水域別漁獲割合（1973年）

「
一
九
八
○
年
五
月
三
〇
日
の
妥
協
」

総漁獲量
（万トン）内

域

の
c
水

（
　
国

　
E
自

）
内
繊

謁
個

　（1）

第三国水域

41．8

104．9

29

59．4

　4．9

145．3

22

　8

5％

63

66

27

53

68

36

90

27％

46

31

18

61

10

68％

36

34

27

16

14

　3

西ドイツ

英　国
イタリア

フラソス

ベルギー

デンマーク

オラソダ

アイルランド

415．3532027EC

出所：丁加Eooπ07毎5’，August28，1976，p．50．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
　
　
（
七
〇
四
）

（
3
7
）

あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
E
C
を
取
り
巻
く
国
際
環
境
は
大
き
く
変
化
し
、
E
C
も
そ
の
対

応
を
迫
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
国
連
海
洋
法
会
議
を
舞
台
と
し
た
海
洋
の
新

し
い
ル
ー
ル
の
制
度
化
は
難
航
し
、
そ
の
間
多
数
の
国
々
に
よ
つ
て
領
海
の
拡
大
お
よ

び
排
他
的
経
済
水
域
の
一
方
的
設
定
が
行
な
わ
れ
、
E
C
も
一
九
七
六
年
一
一
月
三
日

の
外
相
理
事
会
に
お
い
て
一
九
七
七
年
一
月
一
日
か
ら
北
海
お
よ
び
北
大
西
洋
に
お
け

る
漁
業
水
域
を
二
〇
〇
海
里
に
拡
大
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
措
置
に

伴
い
、
E
C
は
域
外
諸
国
と
の
漁
業
協
定
を
締
結
す
る
と
と
も
に
、
域
内
の
漁
業
体
制

の
整
備
に
乗
り
出
し
た
が
、
加
盟
国
の
利
害
が
対
立
し
紛
糾
し
た
の
は
む
し
ろ
後
者
の

　
　
　
　
（
3
8
）

方
で
あ
つ
た
。

　
そ
の
背
景
と
し
て
、
加
盟
国
の
操
業
事
情
の
相
違
が
存
在
す
る
。
表
I
V
は
、
一
九

七
三
年
時
点
に
お
け
る
加
盟
国
（
内
陸
国
の
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
を
除
く
）
の
水
域
別
漁
獲

割
合
と
総
漁
獲
量
を
推
定
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
第
ω
欄
お
よ
び
第
⑥
欄
は
E
C
の
二

〇
〇
海
里
漁
業
水
域
内
に
お
け
る
他
の
加
盟
国
の
二
〇
〇
海
里
漁
業
水
域
（
E
C
内
他

国
水
域
）
と
自
国
の
二
〇
〇
海
里
漁
業
水
域
（
E
C
内
自
国
水
域
）
で
の
操
業
を
区
別
し

て
い
る
。
そ
こ
で
、
全
加
盟
国
が
、
ア
イ
ル
ラ
ソ
ド
の
よ
う
に
、
E
C
内
自
国
水
域
で

主
に
操
業
し
て
い
れ
ば
、
問
題
は
単
純
で
あ
つ
た
が
、
海
岸
線
が
短
か
い
西
ド
イ
ッ
の

よ
う
に
E
C
内
自
国
水
域
内
で
は
漁
獲
量
の
わ
ず
か
五
％
し
か
水
揚
げ
せ
ず
主
と
し
て
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域
外
第
三
国
の
二
〇
〇
海
里
水
域
内
で
操
業
し
て
ぎ
た
国
も
あ
る
一
方
、
オ
ラ
ソ
ダ
や
フ
ラ
ン
ス
の
よ
う
に
E
C
内
他
国
水
域
で
の
漁
獲
が
一
番

多
い
国
々
も
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
米
国
、
ヵ
ナ
ダ
な
ど
第
三
国
の
二
〇
〇
海
里
漁
業
水
域
の
設
定
に

伴
い
同
水
域
内
で
の
操
業
禁
止
も
し
く
は
規
制
強
化
の
た
め
、
第
三
国
水
域
で
操
業
し
て
き
た
E
C
加
盟
国
船
籍
の
漁
船
が
閉
め
出
さ
れ
E
C
二

〇
〇
海
里
内
漁
場
に
戻
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
と
と
も
に
、
も
し
E
C
に
加
盟
し
て
い
な
か
つ
た
場
合
に
は
独
占
的
に
自
国
の
漁
業
水
域
と
な
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

た
で
あ
ろ
う
二
〇
〇
海
里
水
域
に
お
け
る
自
国
漁
民
の
利
益
を
保
護
す
べ
き
で
あ
る
と
の
主
張
が
強
く
な
り
、
問
題
が
紛
糾
し
た
の
で
あ
る
。
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

く
に
、
英
国
は
E
C
の
漁
業
水
域
の
約
半
分
お
よ
び
漁
業
資
源
の
五
六
％
（
一
説
に
は
六
五
％
）
が
、
英
国
の
二
〇
〇
海
里
水
域
内
に
あ
り
、
英
国

漁
民
の
特
殊
利
益
擁
護
を
強
調
し
た
の
で
あ
る
。

　
二
〇
〇
海
里
時
代
の
到
来
に
備
え
て
、
E
C
委
員
会
は
一
九
七
六
年
二
月
一
八
日
理
事
会
に
対
し
て
提
案
を
行
な
つ
て
い
た
が
、
そ
の
域
内
漁

業
に
関
す
る
主
た
る
内
容
は
、
第
一
に
、
沿
岸
か
ら
一
二
海
里
内
に
お
い
て
は
、
他
の
加
盟
国
の
伝
統
的
実
績
を
尊
重
す
る
こ
と
を
条
件
に
、
沿

岸
国
に
排
他
的
権
利
を
認
め
る
が
、
一
二
か
ら
二
〇
〇
海
里
の
間
の
水
域
は
E
C
の
共
通
漁
業
水
域
と
し
て
全
加
盟
国
に
開
放
す
る
。
第
二
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

理
事
会
が
国
別
年
間
漁
獲
割
当
を
決
定
す
る
こ
と
で
あ
つ
た
。
英
国
の
漁
業
界
は
一
〇
〇
海
里
の
専
管
漁
業
水
域
を
要
求
し
、
キ
ャ
ラ
ハ
ン
政
府

も
一
九
七
六
年
五
月
五
〇
海
里
の
専
管
漁
業
水
域
を
主
張
し
、
E
C
委
員
会
案
を
拒
否
し
た
。
英
国
の
主
張
を
支
持
し
た
の
は
ア
イ
ル
ラ
γ
ド
だ

け
で
、
他
の
加
盟
国
は
自
由
か
つ
平
等
な
る
接
近
を
主
張
し
、
と
く
に
西
ド
イ
ッ
は
英
国
に
特
例
を
認
め
る
こ
と
は
、
他
の
政
策
領
域
へ
の
先
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

と
な
る
と
強
く
反
対
し
た
の
で
あ
る
。
E
C
委
員
会
は
一
九
七
六
年
九
月
二
三
日
お
よ
び
一
〇
月
六
日
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
お
よ
び
英
国
北
部
の
沿
岸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

地
域
に
対
す
る
特
例
を
含
め
た
新
し
い
提
案
を
行
な
つ
た
が
、
こ
れ
も
英
国
の
同
意
を
得
る
こ
と
が
で
き
ず
、
結
局
、
前
述
の
ご
と
く
理
事
会
は

対
外
的
に
は
E
C
二
〇
〇
海
里
漁
業
水
域
の
設
定
に
合
意
し
た
が
、
域
内
漁
業
に
関
す
る
基
本
的
な
枠
組
規
則
の
成
定
に
失
敗
し
、
以
後
毎
年
期

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

間
一
年
の
暫
定
措
置
を
繰
り
返
し
て
き
た
。
こ
の
間
英
国
政
府
は
、
資
源
保
護
を
目
的
と
す
る
一
連
の
国
内
的
措
置
を
一
方
的
に
採
択
し
、
こ
の

た
め
フ
ラ
ソ
ス
の
漁
民
が
漁
網
の
網
目
サ
イ
ズ
違
反
で
逮
捕
さ
れ
英
国
の
裁
判
所
で
罰
金
を
科
せ
ら
れ
る
事
件
が
発
生
し
、
他
の
加
盟
国
の
不
満

　
　
　
「
一
九
八
○
年
五
月
三
〇
日
の
妥
協
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
＝
　
　
（
七
〇
五
）
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「
一
九
八
O
年
五
月
三
〇
日
の
妥
協
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
＝
一
　
（
七
〇
六
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
（
4
6
）

が
高
ま
つ
て
い
た
の
で
あ
る
。
E
C
委
員
会
は
、
一
九
七
九
年
二
月
二
七
日
英
国
の
三
つ
の
国
内
的
措
置
（
マ
ソ
島
周
辺
お
よ
び
ア
イ
ル
ラ
ソ
ド
海

北
部
水
域
に
お
け
る
ニ
シ
ン
漁
の
規
制
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ソ
ド
北
東
水
域
に
お
け
る
ノ
ル
ウ
ェ
ー
パ
ゥ
ト
ッ
の
禁
漁
、
北
ア
イ
ル
ラ
ソ
ド
漁
民
に
対
す
る
モ
ー
ソ
岩
床

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

で
の
ニ
シ
ン
禁
漁
適
用
除
外
）
が
共
同
体
の
諸
規
則
に
違
反
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
欧
州
司
法
裁
判
所
に
照
会
を
行
な
つ
て
い
た
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
で
、
英
国
の
対
E
C
予
算
赤
字
問
題
解
決
要
求
と
絡
ん
で
漁
業
問
題
に
つ
い
て
英
国
の
譲
歩
を
求
め
る
声
が
大
き
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

な
つ
て
き
た
。
一
九
七
九
年
一
〇
月
三
一
日
の
英
独
首
脳
会
談
で
シ
ュ
ミ
ッ
ト
首
相
は
漁
業
問
題
の
解
決
を
求
め
た
と
い
わ
れ
、
さ
ら
に
、
一
一

月
二
九
－
三
〇
日
ダ
ブ
リ
ン
で
の
欧
州
理
事
会
で
デ
ン
マ
ー
ク
の
ア
ソ
ケ
ル
・
ヨ
ー
ゲ
ン
セ
ン
首
相
は
漁
業
紛
争
を
解
決
す
る
た
め
の
基
礎
を
決

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
49
）

定
す
べ
き
こ
と
を
要
求
し
た
の
で
あ
る
。
ダ
ブ
リ
ソ
で
の
欧
州
理
事
会
は
決
裂
し
た
が
、
ウ
ォ
ー
カ
ー
農
相
は
一
二
月
三
日
の
漁
業
相
理
事
会
に

お
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
反
対
を
撤
回
し
て
国
別
漁
獲
割
当
の
基
礎
に
な
る
漁
獲
の
記
録
お
よ
び
通
知
制
度
を
設
置
す
る
こ
と
の
原
則
を
承
認
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
50
）

問
題
解
決
の
糸
口
を
示
し
た
。
そ
の
結
果
、
漁
獲
記
録
通
知
制
度
は
、
一
九
八
○
年
一
月
二
九
日
の
漁
業
相
理
事
会
を
経
て
、
三
月
二
六
日
理
事

会
規
則
と
し
て
採
択
さ
れ
た
。
し
か
し
、
三
月
二
七
－
二
八
日
の
英
独
首
脳
会
談
に
お
い
て
も
、
四
月
二
七
ー
二
八
日
の
ル
ク
セ
ソ
ブ
ル
グ
の
欧

州
理
事
会
に
お
い
て
も
シ
ュ
ミ
ッ
ト
首
相
は
、
英
国
の
予
算
赤
字
問
題
と
同
時
に
漁
業
問
題
を
全
面
的
に
解
決
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
と
伝
え
ら

　
　
（
5
1
）

れ
て
い
る
。
結
局
、
五
月
三
〇
日
の
外
相
理
事
会
に
お
い
て
、
共
通
漁
業
政
策
に
関
す
る
宣
言
が
発
表
さ
れ
、
遅
く
と
も
一
九
八
一
年
一
月
一
日

ま
で
に
発
効
す
る
新
し
い
共
通
漁
業
政
策
規
則
を
漁
業
相
理
事
会
で
採
択
す
る
こ
と
が
同
意
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
宣
言
が
一
九
八
○
年
五
月
三
〇
日
の
妥
協
の
一
環
で
あ
つ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
意
見
が
分
れ
て
い
る
。
英
国
の
イ
ア
ソ
・
ギ

ル
モ
ア
国
璽
尚
書
お
よ
び
ウ
ォ
ー
カ
ー
農
相
は
六
月
二
日
下
院
に
お
け
る
答
弁
で
、
英
国
の
予
算
赤
字
削
減
と
漁
業
問
題
と
の
取
引
を
否
定
し
て

（
52
）

い
る
。
逆
に
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
首
相
は
六
月
九
日
エ
ッ
セ
ソ
で
の
演
説
の
中
で
「
一
九
八
○
年
末
ま
で
に
西
ド
イ
ッ
漁
民
が
全
E
C
漁
業
水
域
に
お

い
て
自
由
な
る
接
近
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
条
件
に
、
西
ド
イ
ッ
内
閣
は
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
の
妥
協
に
同
意
し
た
」
と
述
べ
、
漁
業
間
題
と
の
取
引
を

　
　
　
（
5
3
）

主
張
し
た
。
し
か
し
、
英
国
外
務
省
お
よ
び
農
水
産
食
糧
省
は
翌
六
月
一
〇
日
シ
ュ
ミ
ッ
ト
発
言
の
内
容
を
否
定
し
、
共
通
漁
業
政
策
を
樹
立
す
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（
5
4
）

べ
き
こ
と
に
同
意
し
た
だ
け
で
あ
り
、
具
体
的
取
り
決
め
は
今
後
の
漁
業
相
理
事
会
の
決
定
に
か
か
つ
て
い
る
と
発
表
し
た
。
確
か
に
、
他
の
三

つ
の
問
題
が
理
事
会
の
「
結
論
」
、
「
合
意
」
と
い
う
形
で
処
理
さ
れ
た
の
に
対
し
、
漁
業
問
題
は
拘
束
力
の
弱
い
「
宣
言
」
と
い
う
形
で
処
理
さ

れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
キ
ャ
リ
ン
ト
ン
外
相
は
、
E
C
漁
業
水
域
内
に
お
け
る
自
由
か
つ
平
等
な
る
接
近
の
原
則
を
認
め
英
国
の
二
〇
〇
海
里
漁

業
水
域
を
他
の
加
盟
国
漁
船
に
全
面
開
放
す
る
こ
と
を
宣
言
の
中
に
挿
入
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
西
ド
ィ
ッ
お
よ
び
オ
ラ
ン
ダ
の
要
求
を
拒
否
し

　
　
（
5
5
）

て
い
る
。
し
か
し
、
た
と
え
拘
束
力
の
弱
い
宣
言
の
形
で
あ
る
に
せ
よ
、
英
国
が
こ
れ
ま
で
の
か
た
く
な
な
態
度
を
軟
ら
げ
E
C
共
通
漁
業
政
策

の
抜
本
的
改
革
に
つ
い
て
話
し
合
い
に
応
ず
る
こ
と
を
表
明
し
た
こ
と
は
譲
歩
で
あ
り
、
一
九
八
○
年
五
月
三
〇
日
の
妥
協
の
一
環
で
あ
つ
た
と

判
断
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
英
国
の
譲
歩
は
、
前
述
の
羊
肉
お
よ
び
農
産
物
価
格
引
き
上
げ
が
主
に
フ
ラ
ン
ス
を
相
手
に
し
て
い
た
の
に
対
し
、

主
に
西
ド
イ
ッ
に
対
す
る
妥
協
で
あ
つ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
く
に
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
の
欧
州
理
事
会
で
赤
字
削
減
に
関
す
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
提

案
を
サ
ッ
チ
ャ
ー
首
相
が
拒
否
し
た
後
、
シ
ュ
、
・
・
ッ
ト
首
相
は
赤
字
削
減
案
を
交
渉
の
テ
ー
ブ
ル
に
二
度
と
乗
せ
な
い
と
言
明
し
態
度
を
硬
化
さ

せ
て
い
た
が
、
英
国
政
府
は
加
盟
国
の
中
で
最
大
の
拠
出
国
で
あ
る
西
ド
イ
ッ
を
ふ
た
た
び
交
渉
の
席
に
着
か
せ
る
た
め
に
漁
業
問
題
で
一
歩
譲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）

つ
た
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
譲
歩
を
促
が
す
別
の
要
因
も
存
在
し
て
い
た
。
当
時
、
前
述
の
よ
う
に
英
国
の
一
連
の
国
内
的
漁

業
資
源
保
護
措
置
は
欧
州
司
法
裁
判
所
で
E
E
C
条
約
違
反
か
否
か
で
係
争
中
で
あ
つ
た
が
、
法
務
官
の
意
見
書
に
現
わ
れ
て
い
た
よ
う
に
英
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
7
）

に
不
利
な
判
決
が
下
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
て
お
り
（
事
実
、
一
九
八
○
年
七
月
一
〇
日
E
E
c
条
約
違
反
の
判
決
が
下
つ
た
）
、
英
国
政
府
と
し
て
も
E
C

レ
ベ
ル
で
の
協
議
に
応
じ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
あ
つ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
後
、
六
月
一
三
日
、
七
月
二
一
日
の
漁
業
相
理
事
会
を
経
て
、
九
月
二
九
日
技
術
的
な
資
源
保
護
措
置
に
つ
い
て
、
一
〇
月
二
八
日
漁
獲

監
視
手
続
の
原
則
に
つ
い
て
合
意
に
達
し
た
が
、
交
渉
の
最
大
の
争
点
と
な
つ
た
の
は
、
五
月
三
〇
日
の
宣
言
に
明
示
さ
れ
た
、
伝
統
的
操
業

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
8
）

実
績
、
沿
岸
漁
民
の
特
殊
利
益
、
第
三
国
水
域
で
の
漁
獲
喪
失
の
三
点
を
考
慮
し
た
、
漁
獲
の
公
正
な
る
配
分
問
題
で
あ
つ
た
。
具
体
的
に
は
、

英
国
の
二
〇
〇
海
里
漁
業
水
域
内
で
の
国
別
漁
獲
配
分
問
題
で
あ
つ
た
。
結
局
、
宣
言
で
明
示
さ
れ
た
最
終
期
限
の
一
九
八
○
年
一
二
月
末
ま
で

　
　
　
「
一
九
八
O
年
五
月
三
〇
日
の
妥
協
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
　
　
（
七
〇
七
）
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「
一
九
八
○
年
五
月
三
〇
日
の
妥
協
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
　
　
（
七
〇
八
）

に
、
英
国
は
主
要
七
漁
種
に
つ
い
て
E
C
総
漁
獲
量
の
三
六
％
の
割
当
て
を
受
け
る
こ
と
で
満
足
し
た
が
、
水
域
割
当
て
を
め
ぐ
つ
て
英
仏
が
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
9
）

立
し
、
E
C
共
通
漁
業
政
策
の
根
本
的
修
正
は
完
了
せ
ず
、
そ
，
の
後
現
在
ま
で
暫
定
措
置
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
0
）

　
し
か
し
な
が
ら
、
ど
の
加
盟
国
も
漁
業
資
源
の
減
少
、
燃
料
費
の
高
騰
、
減
船
と
い
つ
た
共
通
の
難
題
を
抱
え
て
お
り
、
さ
ら
に
一
九
八
四
年

と
予
想
さ
れ
る
ス
ペ
イ
ン
の
E
C
加
盟
が
問
題
を
一
層
複
雑
な
も
の
と
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
E
C
の
漁
民
数
は
、
九
力
国
全
体

で
一
四
万
二
〇
〇
〇
人
で
あ
る
が
、
七
万
二
〇
〇
〇
人
の
漁
民
を
抱
え
る
ス
ペ
イ
ン
の
加
盟
に
伴
い
、
一
挙
に
一
．
五
倍
に
増
加
し
、
さ
ら
に
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
1
）

ペ
イ
ン
と
フ
ラ
ン
ス
と
の
間
で
ビ
ス
ケ
ー
湾
や
地
中
海
で
の
競
合
問
題
も
生
ず
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
ス
ペ
イ
ソ
の
加
盟
前

に
共
通
漁
業
問
題
を
解
決
す
る
必
要
が
あ
り
、
英
国
等
の
加
盟
条
約
に
定
め
ら
れ
た
漁
業
に
関
す
る
過
渡
期
間
が
終
了
す
る
一
九
八
二
年
末
が
解

決
の
最
終
期
限
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　

　
　
　
四
　
そ
の
他
の
諸
問
題

　
　
　
（

　
こ
の
間
、
羊
肉
、
一
九
八
○
ー
八
一
年
農
産
物
価
格
引
き
上
げ
、
共
通
漁
業
政
策
以
外
の
問
題
が
、
英
国
の
赤
字
削
減
問
題
と
の
関
連
で
議
論

さ
れ
な
か
つ
た
わ
け
で
は
な
い
。

　
ま
ず
、
北
海
油
田
と
の
リ
ン
ケ
ー
ジ
で
あ
る
。
一
九
七
九
年
六
月
二
八
ー
二
九
日
東
京
で
開
催
さ
れ
る
ご
と
に
な
つ
て
い
た
先
進
国
首
脳
会
議

を
前
に
、
英
国
が
北
海
油
田
の
一
部
を
他
の
E
C
加
盟
国
の
た
め
に
確
保
し
緊
急
時
に
お
い
て
優
先
的
に
供
給
す
べ
き
で
あ
る
と
の
他
の
加
盟
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
2
）

の
要
求
は
、
サ
ッ
チ
ャ
ー
首
相
に
よ
つ
て
拒
否
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
一
九
七
九
年
一
一
月
一
九
日
の
蔵
相
理
事
会
の
席
上
西
ド
イ
ッ
の
ハ
ン

ス
・
マ
ッ
ト
ヘ
ー
フ
ァ
ー
蔵
相
は
「
英
国
が
E
C
か
ら
の
支
援
を
求
め
る
な
ら
ば
、
英
国
は
他
の
分
野
に
お
け
る
E
C
の
利
益
に
つ
い
て
一
層
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
3
）

配
慮
を
す
べ
き
で
あ
る
」
と
述
べ
、
北
海
油
田
産
原
油
の
販
売
価
格
と
の
取
引
を
ほ
の
め
か
し
た
。
さ
ら
に
、
一
一
月
二
九
i
三
〇
日
ダ
ブ
リ
ン

の
欧
州
理
事
会
の
席
上
シ
ュ
ミ
ッ
ト
首
相
は
英
国
の
北
海
油
田
産
原
油
価
格
の
一
方
的
引
き
上
げ
に
不
満
を
表
明
し
、
ジ
ス
カ
ー
ル
・
デ
ス
タ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
4
）

大
統
領
も
赤
字
問
題
と
北
海
油
田
と
の
取
引
を
主
張
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
ダ
ブ
リ
ソ
で
の
欧
州
理
事
会
決
裂
直
後
の
一
二
月
四
日
開
催
さ
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れ
た
エ
ネ
ル
ギ
i
相
理
事
会
に
お
い
て
英
国
が
態
度
を
軟
化
さ
せ
る
の
で
は
な
い
か
と
計
算
し
た
フ
ラ
ソ
ス
と
西
ド
イ
ッ
は
、
ふ
た
た
び
緊
急
時

に
お
け
る
原
油
の
優
先
的
供
給
の
約
束
を
英
国
に
求
め
た
が
、
英
国
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
担
当
国
務
相
ノ
ー
マ
ン
・
ラ
モ
ン
ト
は
「
現
時
点
に
お
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
5
）

英
国
は
北
海
油
田
産
原
油
の
半
分
以
上
を
他
の
加
盟
国
に
供
給
し
て
い
る
」
と
述
べ
、
要
求
を
退
け
た
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
一
九
八
○
年
一
月
E
C
委
員
会
の
内
部
で
は
、
ジ
ェ
ン
キ
ソ
ズ
委
員
長
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
担
当
の
ギ
ド
・
ブ
ル
ン
ナ
ー
委
員
を
中
心
に
、

英
国
産
以
外
の
原
油
輸
入
に
課
税
す
る
石
油
輸
入
税
を
新
設
す
る
こ
と
が
検
討
さ
れ
始
め
た
。
こ
の
目
的
は
、
原
油
輸
入
の
節
約
を
促
進
す
る
と

と
も
に
、
税
収
入
を
非
農
業
政
策
部
門
に
回
す
こ
と
に
よ
つ
て
長
期
的
に
は
英
国
の
E
C
予
算
不
均
衡
問
題
解
決
の
一
助
と
す
る
こ
と
で
あ
つ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
6
）

が
、
物
価
高
騰
を
招
く
と
し
て
西
ド
イ
ッ
な
ど
が
強
く
反
対
し
、
石
油
輸
入
税
の
導
入
問
題
は
棚
上
げ
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
三
月
二
七
－
二
八
日

の
英
独
首
脳
会
議
に
お
い
て
も
シ
ュ
ミ
ッ
ト
首
相
は
ふ
た
た
び
北
海
油
田
と
の
取
引
を
提
示
し
た
が
、
サ
ッ
チ
ャ
ー
首
相
は
こ
れ
も
拒
否
し
た
と

　
　
　
　
　
（
6
7
）

伝
え
ら
れ
て
い
る
。
北
海
油
田
は
英
国
政
府
の
手
に
残
さ
れ
た
最
大
の
切
札
で
あ
つ
た
が
、
あ
く
ま
で
も
英
国
政
府
の
管
理
下
に
と
ど
め
て
置
き

た
い
と
判
断
す
る
サ
ッ
チ
ャ
ー
首
相
に
と
つ
て
パ
ッ
ケ
ー
ジ
・
デ
ィ
ー
ル
の
材
料
と
は
な
ら
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
8
）

　
ま
た
、
英
国
の
赤
字
削
減
と
引
き
換
え
に
、
英
国
は
E
M
S
に
参
加
す
べ
き
で
あ
る
と
の
議
論
も
た
び
た
び
出
さ
れ
た
。
E
M
S
は
、
一
九
七

九
年
三
月
ニ
ニ
日
に
発
足
し
た
が
、
キ
ャ
ラ
ハ
ン
政
府
は
E
M
S
の
設
立
そ
の
も
の
に
は
異
論
を
唱
え
な
か
つ
た
が
、
英
国
の
参
加
は
「
適
切
な

状
況
」
に
な
る
ま
で
見
送
つ
た
の
で
あ
る
。
サ
ッ
チ
ャ
ー
政
府
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
英
国
の
全
・
外
貨
準
備
の
二
〇
％
を
E
M
C
F
に
預
託
す

る
こ
と
を
決
定
し
て
い
た
が
、
E
M
S
の
為
替
相
場
管
理
制
度
へ
の
参
加
を
見
合
わ
せ
て
い
た
。
こ
の
た
め
、
も
し
英
国
が
E
M
S
へ
の
完
全
参

加
を
表
明
す
れ
ば
、
英
国
の
赤
字
削
減
問
題
解
決
の
た
め
心
理
的
・
政
治
的
雰
囲
気
は
著
し
く
改
善
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
の
観
測
も
流
れ
て
お
り
、

と
く
に
、
E
M
S
の
生
み
の
親
で
あ
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
首
相
お
よ
び
ジ
ス
カ
ー
ル
・
デ
ス
タ
ン
大
統
領
に
対
す
る
好
意
的
な
ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー
を
示
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
69
）

こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
主
張
さ
れ
て
い
た
。
英
国
政
府
内
部
で
は
E
M
S
へ
の
完
全
参
加
に
つ
い
て
、
外
務
省
は
好
意
的
で
あ
つ
た
が
、
大
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
70
）

省
お
よ
び
イ
γ
グ
ラ
ソ
ド
銀
行
は
懐
疑
的
態
度
を
示
し
て
い
た
。
結
局
、
サ
ッ
チ
ャ
ー
首
相
お
よ
び
ハ
ウ
蔵
相
は
、
北
海
油
田
と
英
国
の
高
金
利

　
　
　
「
一
九
八
○
年
五
月
三
〇
日
の
妥
協
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
　
　
（
七
〇
九
）
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「
一
九
八
○
年
五
月
三
〇
日
の
妥
協
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
二
六
　
　
（
七
一
〇
）

が
好
材
料
と
な
つ
て
英
ポ
ン
ド
の
実
勢
為
替
相
場
は
ポ
ン
ド
の
実
力
よ
り
過
大
評
価
さ
れ
て
お
り
、
現
時
点
に
お
け
る
英
国
の
E
M
S
へ
の
完
全

参
加
は
英
国
の
輸
出
競
争
力
を
弱
め
、
英
国
経
済
に
と
つ
て
プ
ラ
ス
と
は
な
ら
な
い
と
判
断
し
、
赤
字
削
減
と
E
M
S
へ
の
参
加
と
の
取
引
も
拒

否
し
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
他
、
英
仏
海
峡
ト
ン
ネ
ル
建
設
計
画
、
英
国
鉄
鋼
業
再
建
計
画
な
ど
と
の
取
引
も
噂
に
の
ぽ
つ
た
が
、
真
剣
に
議
論
さ
れ
る
こ
と
な
く
、

立
ち
消
え
に
な
つ
た
。

　
（
1
）
　
↓
香
鳥
両
“
も
蕊
o
§
跨
ひ
0
9
0
ぴ
o
『
0
3
一
S
P
P
O
9

　
（
2
）
↓
ミ
O
黛
ミ
ミ
貸
鮮
0
9
0
σ
①
構
ω
だ
一
箋
O
。

　
（
3
）
　
↓
鳶
肉
“
§
o
ミ
旨
き
ω
Φ
冥
Φ
e
σ
o
り
8
矯
一
鴇
P
P
曾
℃
『
富
O
冴
恥
唖
嬉
ミ
暢
ζ
塁
合
お
o。
O
参
照
。

　
（
4
）
↓
鳶
馬
8
ミ
§
ぴ
き
ω
8
3
8
ぴ
Φ
㌧
8
り
一
り
お
始
℃
．
①
一
．

　
（
5
）
↓
ミ
問
“
§
o
§
ぴ
き
0
9
0
ぴ
9
鱒
評
一
〇
お
”
唱
。
鵠
・

　
（
6
）
切
ミ
壽
畿
蕊
o
、
怖
ミ
問
ミ
愚
ミ
醤
9
ミ
ミ
§
ミ
鴇
り
＜
o
一
」
卜
o
｝
2
9
P
一
S
P
戸
o。
9

　
（
7
）
↓
鳶
O
貸
“
醤
ミ
爲
ド
0
9
0
げ
o
『
一
評
一
零
P

　
（
8
）
　
～
ミ
軋
ご
↓
魯
恥
O
“
匙
黛
↓
q
壽
晦
『
Q
辱
鳶
0
9
0
げ
o
厩
N
O
｝
一
零
O
。

　
（
9
）
臼
謡
O
貸
貸
ミ
皆
F
O
9
9
0
吋
ω
ご
一
〇
〇。
一
。

　
（
10
）
山
ミ
～
災
§
o
、
罫
恥
向
ミ
o
黛
§
9
§
§
貸
蔦
畿
霧
｝
＜
o
一
」
ド
Z
o
。
F
一
零
O
い
づ
。
蜜

　
（
1
1
）
　
↓
潜
o
O
黛
恥
『
織
智
ド
∪
Φ
8
臼
ぴ
o
畦
一
り
お
お
じ

　
（
12
）
　
↓
富
G
袋
貸
『
軋
皆
ド
O
o
8
ヨ
げ
醇
N
ご
一
S
O
”
冒
p
蔭
”
蔓
9
一
〇
〇〇
〇
。

　
（
13
）
　
↓
魯
①
O
黛
黛
『
織
誉
ド
男
o
耳
β
賀
楼
N
3
一
り
oo
ρ

　
（
1
4
）
　
山
ミ
ご
帖
誉
o
、
ミ
⑩
問
黛
さ
》
恥
貸
醤
O
o
§
§
ミ
醤
噺
畿
鴇
℃
＜
o
一
・
一
ω
り
Z
9
ω
｝
一
〇
〇
。
ρ
唱
P
ら
ム
一
．

　
（
1
5
）
　
↓
誉
恥
O
黛
貸
憶
織
鷺
詳
》
賞
一
一
濾
｝
一
〇
〇
〇
〇
●

　
（
1
6
）
　
『
誉
O
貰
ミ
ミ
§
層
》
胃
嵩
邸
P
ω
ρ
一
〇
c
。
P
円
げ
o
ζ
三
ω
8
『
o
哺
＞
鵯
一
。
三
ε
帰
ρ
包
ω
冨
凱
o
ω
ρ
＆
閃
8
9
璃
q
b
＆
ミ
霧
℃
＜
〇
一
・
O
o
。
O
一
〇
｝
毒
ρ
一
〇
〇
。
O
｝
O
o
一
・

　
　
一
〇
8
山
§
参
照
。

　
（
1
7
）
　
↓
ミ
O
貸
“
、
ミ
貸
§
ζ
帥
層
評
一
P
ω
ど
這
o
。
O
参
照
。

　
（
1
8
）
マ
雲
9
雷
三
罫
↓
冨
切
＆
鴨
審
注
些
。
o
》
勺
茜
9
昌
勘
§
一
蔓
9
凶
器
＞
お
旨
旦
§
鳴
ミ
ミ
ミ
賊
＆
ミ
一
〈
。
一
●
ω
ρ
z
9
。
。
｝
＞
黄
房
二
。
8
も
。
ω
苫
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↓
ミ
馬
q
§
o
ミ
騎
さ
冒
器
ざ
一
〇
〇
〇
ρ
O
℃
ひ
甲
鰹
参
照
。

ハ
ー
9
）
　
羊
肉
輸
出
自
主
規
制
協
定
の
内
容
は
、
羊
肉
に
対
す
る
農
業
課
徴
金
を
二
〇
％
か
ら
一
〇
％
に
引
ぎ
．
下
げ
る
と
と
も
に
、
E
C
へ
の

　
○
O
O
ト
ン
（
ギ
リ
シ
ア
加
盟
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よ
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九
八
○
年
五
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三
〇
日
の
妥
協
は
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国
の
E
C
予
算
赤
字
削
減
問
題
と
、
羊
肉
、
一
九
八
○
ー
八
一
年
農
産
物
価
格
引
き

上
げ
、
共
通
漁
業
政
策
の
三
つ
の
問
題
が
取
引
さ
れ
、
バ
ッ
ケ
ー
ジ
・
デ
ィ
ー
ル
に
よ
つ
て
成
立
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
英
国
以
外
の
加

盟
国
政
府
は
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英
国
の
赤
字
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題
に
理
解
を
示
し
解
決
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
認
め
な
が
ら
も
、
こ
の
問
題
だ
け
に
議
論
を
絞
つ
て
E
C
の
危

機
を
回
避
し
よ
う
と
し
た
わ
け
で
な
く
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題
が
表
面
化
し
て
以
来
一
貫
し
て
他
の
政
策
領
域
に
お
け
る
英
国
の
譲
歩
を
迫
り
、
パ
ッ
ケ
ー
ジ
・

デ
ィ
ー
ル
で
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
し
て
き
た
。

　
逆
に
、
英
国
政
府
は
、
予
算
赤
字
問
題
を
他
の
問
題
か
ら
切
り
離
し
て
単
独
で
審
議
、
交
渉
し
よ
う
と
し
、
パ
ッ
ケ
！
ジ
・
デ
ィ
ー
ル
を
拒
否

し
続
け
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
態
度
は
、
サ
ッ
チ
ャ
ー
政
府
首
脳
の
以
下
の
よ
う
な
発
言
に
み
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
一
九
七
九

年
一
〇
月
三
一
日
下
院
で
の
答
弁
の
中
で
ギ
ル
モ
ア
国
璽
尚
書
は
「
予
算
赤
字
問
題
に
対
す
る
取
引
材
料
と
し
て
、
漁
業
、
羊
肉
、
石
油
生
産
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

策
を
変
更
す
る
つ
も
り
は
な
い
」
と
述
べ
、
ア
リ
ッ
ク
・
ブ
キ
ャ
ナ
ン
”
ス
、
・
・
ス
農
務
担
当
国
務
相
も
「
漁
業
問
題
は
、
予
算
問
題
と
も
共
通
農

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

業
政
策
の
改
革
と
も
関
連
の
な
い
個
別
の
問
題
で
あ
り
、
バ
ー
タ
ー
に
す
る
こ
と
は
な
い
」
と
発
言
し
た
。
さ
ら
に
、
サ
ッ
チ
ャ
ー
首
相
も
、
ダ

　
　
　
「
哺
九
八
○
年
五
月
三
〇
日
の
妥
協
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
　
　
（
七
＝
二
）
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「
一
九
八
O
年
五
月
三
〇
日
の
妥
協
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇
　
　
（
七
一
四
）

ブ
リ
ン
で
の
欧
州
理
事
会
後
の
一
九
七
九
年
一
二
月
三
日
下
院
に
お
い
て
「
漁
業
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
羊
肉
は
予
算
間
題
の
解
決
と
リ
ン
ク
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

な
い
。
各
々
の
間
題
は
、
各
々
の
メ
リ
ッ
ト
で
処
理
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
事
実
各
々
の
メ
リ
ッ
ト
を
考
慮
し
て
取
り
組
ま
れ
て
い
る
」
と
述

べ
、
バ
ッ
ケ
ー
ジ
・
デ
ィ
ー
ル
の
可
能
性
を
否
定
し
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
英
国
政
府
の
態
度
は
、
一
九
八
○
年
三
月
頃
に
な
る
と
微
妙
に
変
化
し
始
め
た
。
三
月
二
八
日
、
二
日
間
の
英

独
首
脳
会
談
を
終
え
て
共
同
記
者
会
見
に
臨
ん
だ
サ
ッ
チ
ャ
ー
首
相
は
「
E
C
の
予
算
お
よ
び
英
国
の
支
払
い
に
関
し
て
解
決
が
可
能
で
あ
る
と

い
う
西
ド
イ
ッ
首
相
の
信
念
に
同
感
で
あ
る
。
ま
た
、
解
決
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
他
の
問
題
も
い
く
つ
か
存
在
す
る
。
各
々
の
問
題
は
各
々
の
メ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

リ
ッ
ト
に
基
づ
い
て
解
決
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
さ
も
な
い
と
公
正
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
を
同
時
に
解
決
す
る
こ
と
も
で
き
る
」
と
述

べ
、
パ
ッ
ケ
ー
ジ
・
デ
ィ
ー
ル
の
可
能
性
を
ほ
の
め
か
し
た
。
そ
の
際
、
他
の
加
盟
国
が
早
期
解
決
を
求
め
る
一
九
八
○
ー
八
一
年
農
産
物
価
格

引
き
上
げ
問
題
は
農
相
理
事
会
の
全
会
一
致
に
よ
る
決
定
を
必
要
と
す
る
た
め
に
、
英
国
の
拒
否
権
撤
回
が
交
渉
の
切
札
と
し
て
浮
上
し
て
き

た
。
サ
ッ
チ
ャ
ー
首
相
は
四
月
二
四
日
下
院
に
お
い
て
「
赤
字
問
題
と
農
産
物
価
格
引
き
上
げ
闘
題
を
取
引
す
る
こ
と
は
な
い
が
、
両
問
題
を
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

じ
タ
イ
ム
・
ス
ケ
ー
ル
で
考
慮
す
る
用
意
が
あ
る
」
と
述
べ
、
譲
歩
を
ほ
の
め
か
し
て
い
る
。
サ
ッ
チ
ャ
ー
首
相
の
否
認
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
す

で
に
こ
の
時
点
ま
で
に
、
英
国
の
予
算
問
題
が
解
決
し
な
け
れ
ば
、
他
の
間
題
の
解
決
に
応
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
態
度
に
戦
術
転
換
が

行
な
わ
れ
た
と
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
英
国
政
府
内
部
で
は
、
赤
字
削
減
を
最
優
先
さ
せ
る
サ
ッ
チ
ャ
ー
首
相
、
ハ
ウ
蔵
相
、
大
蔵
省
と
、

他
の
加
盟
国
と
の
関
係
改
善
を
重
視
し
早
期
解
決
を
求
め
る
キ
ャ
リ
ン
ト
ン
外
相
、
ギ
ル
モ
ア
国
璽
尚
書
、
外
務
省
と
の
間
で
、
ウ
ォ
ー
カ
ー
農

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

相
お
よ
び
農
水
産
食
糧
省
に
譲
歩
の
圧
力
が
か
か
つ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
結
局
、
羊
肉
お
よ
び
農
産
物
価
格
引
ぎ
上
げ
は
、
英
国
の
消
費
者
の
利

益
を
犠
牲
に
す
る
が
、
英
国
の
農
家
収
入
の
増
加
を
も
た
ら
す
と
し
て
、
パ
ッ
ケ
ー
ジ
の
取
引
材
料
と
す
る
こ
と
が
正
当
化
さ
れ
た
。
逆
に
パ
ッ

ケ
ー
ジ
に
加
え
る
こ
と
を
拒
否
し
た
北
海
油
田
お
よ
び
E
M
S
へ
の
参
加
問
題
に
比
べ
て
羊
肉
お
よ
び
農
産
物
価
格
引
き
上
げ
問
題
は
、
サ
ッ
チ

ャ
i
政
府
に
と
つ
て
優
先
順
位
が
低
か
つ
た
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
。
バ
ッ
ケ
ー
ジ
の
一
環
で
あ
つ
た
か
否
か
に
つ
い
て
当
事
者
の
間
で
意
見
が
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分
れ
て
い
る
漁
業
問
題
は
、
。
ハ
ー
ケ
ー
ジ
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
と
判
断
し
う
る
が
、
英
国
政
府
は
拘
束
力
の
弱
い
宣
言
の
形
で
共
通
漁
業
政
策

の
改
訂
に
応
じ
て
も
よ
い
と
い
う
譲
歩
を
み
せ
た
が
、
英
国
漁
民
の
特
殊
利
益
擁
護
の
姿
勢
を
崩
し
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
そ
の
後
の
交
渉
が

示
し
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
一
九
八
○
年
五
月
三
〇
日
の
妥
協
成
立
に
至
る
政
治
過
程
を
検
討
し
た
こ
と
に
よ
つ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
は
、
個
々
の

問
題
に
つ
い
て
加
盟
国
の
間
で
如
何
に
利
害
が
異
な
つ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
ば
か
り
で
な
く
、
相
互
に
直
接
関
連
性
の
な
い
問
題
が
、
さ
ま
ざ

ま
な
E
C
レ
ベ
ル
お
よ
び
二
国
間
レ
ベ
ル
で
同
時
並
行
的
に
交
渉
さ
れ
、
最
後
的
に
は
パ
ッ
ケ
ー
ジ
と
な
つ
て
取
引
、
決
定
さ
れ
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
の
姿
は
、
「
超
国
家
機
関
」
と
い
わ
れ
る
E
C
の
政
策
決
定
過
程
に
お
い
て
、
依
然
と
し
て
「
国
家
間
政
治
」
が
根
強
く
残
つ
て
い
る
こ
と

を
如
実
に
示
し
て
い
る
。
制
度
上
の
問
題
と
し
て
は
、
沈
滞
し
て
い
た
E
C
の
政
策
決
定
を
活
発
に
し
迅
速
か
つ
有
効
な
決
定
を
下
す
こ
と
を
可

能
に
し
、
欧
州
建
設
に
対
し
て
よ
り
積
極
的
な
推
進
力
を
発
揮
す
る
こ
と
を
期
待
し
て
、
従
来
の
首
脳
会
議
を
常
設
化
し
て
設
け
ら
れ
た
欧
州
理

事
会
が
、
具
体
的
問
題
の
取
引
の
場
と
化
し
、
有
効
な
決
定
を
下
し
得
な
か
つ
た
こ
と
は
、
欧
州
理
事
会
が
必
ず
し
も
E
C
の
政
策
決
定
の
万
能

薬
と
な
つ
て
い
な
い
こ
と
を
物
語
つ
て
い
る
。
ま
た
、
少
な
く
と
も
こ
の
一
九
八
○
年
五
月
三
〇
日
の
妥
協
成
立
過
程
に
お
け
る
E
C
委
員
会
の

役
割
は
、
加
盟
国
間
の
利
害
調
停
役
と
い
う
よ
り
も
、
審
議
原
案
を
準
備
し
、
諸
会
議
の
結
果
を
経
て
修
正
提
案
を
行
な
う
と
い
つ
た
、
い
わ
ば

事
務
局
的
役
割
に
終
始
し
た
と
い
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
最
も
重
要
な
こ
と
は
、
一
九
六
六
年
一
月
の
「
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
の
妥
協
」
以
来
慣

行
化
し
た
、
加
盟
国
の
死
活
的
利
益
に
関
す
る
問
題
は
加
盟
国
の
全
会
一
致
を
要
す
る
と
い
う
E
C
の
政
策
決
定
の
拘
束
条
件
の
も
と
で
、
パ
ッ

ケ
ー
ジ
・
デ
ィ
ー
ル
が
加
盟
国
間
の
利
害
対
立
を
解
消
す
る
一
つ
の
方
法
と
し
て
実
際
上
機
能
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
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（
昭
和
五
七
年
三
月
二
六
日
稿
）

　
〔
付
　
記
〕
　
本
稿
は
、
筆
者
が
英
国
の
サ
セ
ッ
ク
ス
大
学
に
留
学
し
た
昭
和
五
四
年
秋
か
ら
五
五
年
夏
ま
で
一
年
間
に
行
な
つ
た
一
連
の
調

査
に
基
づ
い
て
い
ま
す
が
、
奨
学
金
を
提
供
し
英
国
で
の
研
究
を
可
能
に
し
て
く
だ
さ
つ
た
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
カ
ゥ
ン
シ
ル
な
ら
び
に
留
学
を

お
認
め
い
た
だ
い
た
慶
鷹
義
塾
大
学
に
対
し
て
心
か
ら
感
謝
の
意
を
表
し
ま
す
。
さ
ら
に
、
本
稿
は
、
日
本
国
際
問
題
研
究
所
日
本
・
E
C
研
究

部
会
に
お
け
る
筆
者
の
報
告
を
大
幅
に
加
筆
・
修
正
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
発
表
の
機
会
を
与
え
て
く
だ
さ
つ
た
平
原
毅
駐
英
大
使
な
ら
び

に
細
谷
千
博
一
橋
大
学
教
授
に
対
し
て
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。


